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 市 長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    大 澤 慶 逸 

 企画総務部長    川 田 昌 弘 

 市 民 部 長    後 藤 利 博 

 福 祉 部 長    酒 井 信 隆 

 経 済 部 長    今 野 哲 男 

 観 光 部 長    田 口   桂 
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 土木管理課長    高 橋   勉 

 下 水 道 課 長    吉 田 憲 弘 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    木目澤 一 三 

 学校教育部長    三 島 正 昭 

 社会教育部長    後 藤 伸 次 

 社会教育部参事監    米 村   衛 

 学校教育部次長    伊 井 俊 明 

 管 理 課 長    鈴 木 直 人 

 社会教育課長    吉 村   学 

 スポーツ課長    岩 本 博 隆 

 美 術 館 長    古道谷 朝 生 

 図 書 館 長    笹 尾   誠 

─────────────────────── 

○事務局職員 
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  係    松 山   俊 

  係    田 中 康 平 

─────────────────────── 

午前10時00分開議 

○渡部眞美委員長 おはようございます。 

 本日の出席委員は17名で、全委員が出席をして

おります。 

 ただいまから本日の委員会を開きます。 

 なお、市長から平成26年度東京農業大学学位記

授与式出席のため遅参の届け出が出ましたので、

御報告を申し上げます。 

 それでは、早速本日の日程であります一般会計

の歳出のうち、土木費、教育費及びその特定財源

に関する歳入の細部質疑に入ります。 

 なお、関連であります議案第20号から議案第22

号までの３件についてもあわせて質疑いただきま

す。 

 質問者挙手を願います。 

○井戸達也委員 おはようございます。 
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 私のほうから、本日は土木費、そして教育と

いった部分で質問をいたします。 

 最初に、土木費の除雪事業ですけれども、こと

しは異常な気象状況となりまして、既に７回もの

暴風雪警報が発令されるという中、大変除雪の関

係も御苦労されたことというふうに思います。 

 一斉除雪が１回出動すると600万円から800万円

という多額な費用がかかるというふうに言われて

おりますけれども、今回の降雪のようなどか雪と

いう状態では、とやかく言っている暇はない状態

でありまして、何が何でも除雪を進めるという形

が必要なってきたというふうに思っております。 

 一斉除雪をする際に、さまざまな委託業者等の

車両が出動して一斉に除雪にあたるわけですけれ

ども、この際にオペレーターの経験や技術の違い

があるといった部分で、この辺はもう仕方ないと

いう部分でもありますけれども、除雪の仕上がり

に偏りが目立つという声が聞かれます。 

市としてもこういった声に対応するために、

除雪が終わった後に、除雪の状態を確認して、そ

して場合によっては指導をしていくという必要も

あるのかというふうに考えますけれども、その辺

についてお答えいただきたいと思います。 

○高橋勉土木管理課長 除雪についての御質問で

ございますが、当市の除排雪車両につきまして

は、直営、借り上げ、委託車両合わせまして、84

台の体制を取っております。そのうち市職員を除

きました関係車両の運転業務従事者は、約70名程

度と推測しているところです。 

 御指摘の重機のオペレーターの技術につきまし

ては、ベテラン、若手などの経験の差などが生じ

ており、作業技術のレベルアップが課題と認識し

ているところでございます。 

 また、当市の除雪につきましては、通勤・通学

時間までの道路交通の確保を最重要の課題という

認識から、住宅の間口付近などきめ細やかな除雪

を行うということは、なかなか現状の体制では難

しいものと考えております。 

 御指摘の除雪後の状況につきましては、市職員

によるパトロールを随時行いながら、不適切な事

例については除雪関連事業者への指導を行ってい

るところでございますが、今後も適正な除排雪を

心がけていきたいと考えております。 

○井戸達也委員 現在、そのような形で対応をさ

れているというところで、実はこの除雪の話にな

りますと、その過程でさまざまな状態が起こりう

る場合があります。それが当たり前のことなので

すけれども、非常に難しいというふうに私も思っ

ているところです。ことしは特別に雪の量も多

かったので対応をされることも非常に苦しんだと

いうふうに思われますけれども、そういった声を

なるべく拾い上げた中で柔軟に対応していただき

たいと申し上げまして、除雪に関しては終わらせ

ていただきます。 

 次に移ります。公園の維持管理という部分でお

聞きをいたします。 

 中央公園になりますけれども、当市で古くから

親しまれているという部分で、中央公園には水辺

もあって広場で高校生の仮装行列で使用したり、

子連れの憩いの場という部分で、非常に今親しま

れている公園であります。この広場では、かつて

消防団が夜間の訓練場として利用していたといっ

た経緯もございます。 

 今現在では、遊具の整備が進んできているとと

もに広場の整備もなされてきたことで、広場で

ボール遊びをする際にボールが道道へと飛び出し

てしまうといった声が聞かれまして、非常に危な

いといった声を聞きました。確認したところ、飛

び出さないように注意してくださいという看板が

現在設置されているといった状態で、看板では注

意を促しているということではあるのですけれど

も、実際それで注意がうまく促されているのかと

いう部分と、ボールが飛び出さないための何か工

夫というのが必要ではないかというふうに思うと

ころなのですけれども、その辺についてお聞かせ

下さい。 

○高橋勉土木管理課長 中央公園の維持管理の関

係と認識させていただきますが、この中央公園は

比較的まちの中心部に近いということから、多く

の市民の方に利用され、遊具などを設置していな

い緑地広場につきましては、周囲を木々に囲まれ

開放的な広場として利用いただけるよう整備して

いるところでございます。 

 御指摘のとおり、昨年の春のことですが、子ど

もの遊ぶボールが２条通り側へ飛び出して危険で

あると、市民の方からの指摘を受けた経過がござ

います。この指摘を受けまして、フェンス設置を

含めた検討を行いました。フェンスの設置につい

ては、開放的な景観上から好ましくないと判断し

まして、最終的には樹木の間に低木を植えること
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でボールがストレートに公園の外に飛び出さない

ような対策を講じまして、一定の効果があったの

かなと感じているところでございます。 

 これにあわせまして、委員から御指摘のあった

とおり、交通事故の防止対策として、道路への飛

び出しは危険でありますことの注意看板を設置し

たところでありまして、今後につきましてこの状

況を見ながら今後の対応について判断してまいり

たいと考えております。 

○井戸達也委員 当初は、樹木の間隔があいてお

りまして、その間から飛び出していったのかなと

いう部分と、その樹木が若干低いという部分でぽ

んぽんと跳ねていった場合には、出ていく危険性

もあるのかなというふうに感じますけれども、一

定の手段を講じてくれたということで、今後の推

移を見ながら危険だという声が上がった場合に

は、また柔軟に対応していただきたいと思いま

す。 

 次に、教育のほうに移りたいと思います。 

 中学校体育・文化振興事業補助金ということ

で、当初予算で800万円と、ことしも平成27年度

も800万円の計上がなされております。 

 現在、各学校のＰＴＡでの体育・文化後援費と

いう部分で非常に遠征の際のバス代が値上がりし

ておりまして、一時の３倍近くにもなっていると

いう話も聞いております。この値上がりによって

非常に会計が厳しい状態に追い込まれているとい

う部分で、予算の範囲内でおさめることが理想な

のですけれども、活躍する生徒が多い状態が続い

てきているといった部分で、平成26年度も補正を

通して支出しているということなのですけれど

も、できる限りお金がないという状態にしないた

めにも柔軟な形が必要だというふうに思いますけ

れども、この辺について見解をお聞かせくださ

い。 

○鈴木直人管理課長 中学校におきます体育・文

化活動について、生徒が大会試合ですとかコン

クール等に参加する場合に、その経費の一部を補

助してきているところでございます。 

 補助金額につきましては、ここ数年800万円を

当初予算に措置してきたところでございますが、

今御指摘のありましたとおり、貸し切りバスの料

金制度の改定に伴いましてバス料金の値上げの影

響もある中、今年度につきましては多くの学校が

吹奏楽の全国大会に出場を果たしております。 

 このような中、この全国大会出場にかかります

経費につきましては、補正予算により対応してき

たところでありますが、今後につきましても、柔

軟に予算措置等により対応していきたいというふ

うに考えております。 

○井戸達也委員 昨年は、補正を含めて恐らく

1,000万円を超える金額が支出されているのでは

というふうに思います。今年度もさまざまな部分

で活躍していく子どもたちが予測されますので、

その辺は柔軟に対応していただいて、なるべく子

どもたちが頑張れる環境を整えていただきたいと

いうふうに思います。 

 次に、学校図書館司書配置事業についてお伺い

をいたします。 

 この事業に関しましては、平成25年から１名配

置をいただいたところであります。この１名の学

校司書につきましては非常に好評で、子どもたち

からも評判がよくて、学校にいい環境をつくって

いただいたというふうに思っております。平成26

年も引き続き１名を、さらに多くの学校を対象と

してかかわっていただきました。 

 その結果、さまざまな検証から、子どもたちへ

の影響がわかってきたのだと思っております。子

どもたちの居場所づくりという観点からも、大変

大きな効果があるのだと思っております。小さい

うちから本への興味を持つきっかけをつくる意味

でも、大きな役割を担っているのだというふうに

思います。 

 平成27年度は、このたび２名を増員していただ

けるということで、非常に期待しているところで

あります。平成27年度は10校を対象にということ

ですけれども、どの学校へどのような周期で配置

を考えているのかという部分を伺います。 

○鈴木直人管理課長 学校司書の関係でございま

すが、市内小・中学校におきましては、12学級以

上を有する学校、小学校が４校と中学校が１校ご

ざいますが、ここには司書の教諭が発令をされて

おりまして、図書館の整備それから活用が推進さ

れてきているところでございます。しかしなが

ら、11学級以下の学校が、小学校が５校、中学校

が５校で、合わせて10校ございます。これにつき

ましては司書教諭の発令もなく、十分に学校図書

館の機能が発揮されていない状況にございまし

た。 

 このことから、司書教諭が発令されていない学
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校図書館の整備ですとか活用促進を図るために、

平成25年度から学校図書館司書１名のモデル配置

を行ってきたところでございます。モデル配置の

２カ年の事業検証の結果、学校図書司書の配置効

果が非常に高いということから、司書教諭が発令

されていない小・中学校10校におきまして、嘱託

の学校図書館司書２名を増員しまして３名体制で

市内小中学校の図書館の図書の整備、図書の選定

ですとか読み聞かせ、図書館情報の発信などの取

り組みを推進しようとするものでございます。具

体的な配置ですけれども、これまで２カ年モデル

事業を行ってきておりました学校、西小学校、西

ヶ丘小学校、呼人小中学校になりますが、ここに

は平成26年度、今年度と同じような形で配置をし

ていきたいと考えておりまして、新しく中学校４

校、それから小学校２校につきましては、３校ず

つ４カ月ごとの配置を考えております。以上でご

ざいます。 

○井戸達也委員 今まで配置を行ってきた西小学

校、西ヶ丘小学校と呼人小中学校の３校は、今ま

での基礎ができていると、図書館の環境の基礎が

出来ていると。中学校４校そして小学校２校に関

しては、新たなまっさらな状態からという部分で

効果が現れやすいというか、検証しやすいことに

なっていくのかなというふうに思います。 

 今後の具体的な計画が今の時点であれば伺いた

いと思います。 

○鈴木直人管理課長 ２カ年の事業検証が終わり

まして新年度から３名体制ということになります

ので、平成27年度の配置の状況等を見ながら、今

後の業務の見直しですとか配置の方法について、

さらに検討していきたいというふうに考えており

ます。 

○井戸達也委員 非常に期待しているところであ

ります。子どもたちの心の支えといった部分、普

段教室で先生方とあまりお話できない部分もこう

いった場でお話できる、そういう環境ができるの

かなというふうにも思っておりますので、子ども

たちの心が開けるような場所になること、こう

いった部分を非常に期待しておりますので、ぜひ

頑張っていただきたいというところで、この質問

は終わらせていただきます。 

 次に、学校支援地域本部事業について伺いま

す。 

 この学校支援地域本部事業ですけれども、活動

の内容といたしまして、学習支援、部活動指導の

補助、環境整備支援そして登下校安全指導、これ

は校区内の安全パトロールという部分であります

けれども、その他学校がお願いする活動という部

分になっております。実に、非常に大きな役割を

担っていると思う事業です。地域コーディネー

ターという方がおりまして、ボランティアとそし

て学校をつなぐという仲介の役割をしているとい

う事業でありまして、地域につくられた学校の応

援団という位置づけで学校の求めと地域の力を

マッチングさせるという目的の事業であります。

校区内の安全パトロールといった部分で、非常に

多くの高齢者の方々を初めとする方々に、子ども

たちの安全の見守りという形で毎朝通学路に立っ

ていただいて、子どもたちに挨拶をしながら、子

どもたちの顔を見ながら、朝なにかお母さんに怒

られたのかなとか、そんな様子を見ながら地域の

人達が非常に見守ってくれているという部分がご

ざいます。 

 高齢化が進んで、こういった見守りを行う地域

のスクールガードの確保も今後心配になってくる

という部分でありますけれども、この見守りと

いった部分での人数というか、今現在どれだけの

方が携わっておられるのかということをお聞きし

たいと思います。 

○吉村学社会教育課長 学校支援地域本部事業の

登下校の見守りのボランティアに関しての御質問

かと思いますが、初めに平成26年度の市民ボラン

ティア全体の数といたしましては、当初個人が

190名の登録、団体は14団体の登録をしていただ

いてスタートいたしました。その後、東京農業大

学の１年生向けのフレッシュマンセミナーでＰＲ

する機会をいただきまして、その結果、学生の多

くに個人登録をしていただきまして、結果として

は個人登録が271名となったわけでございます。 

 登下校の安全指導活動におきましては、総数で

163名の方に平成26年度を通じて活動していただ

いたわけでございます。活動した学校につきまし

ては、要望のあった８小・中学校の登下校の安全

見守りとなりまして、地域の住民の方41名、その

他町内会の方、ＰＴＡ保護者の方、地域の防犯パ

トロールを行っている団体の方などが中心となっ

て、登下校の見守りもしくは校区内のパトロール

などのボランティアを行っていただいておりま

す。こちらは、学校、地域と連携をしてボランテ
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ィアの確保を努めていくようなことになると考え

ております。 

○井戸達也委員 現在、人数として農大生を含め

た中で271名。その中で、安全パトロールに関し

ては163名と、非常に高い割合で見守りがなされ

ている。非常に地域の方もこういった形で協力し

ていただくということは、まさに今この事業の目

的にかなっているのかなというふうに思っており

ます。 

 地域でつくられた学校の応援団ということで、

学校からの求め、そして地域の力のマッチングと

いう部分ですけれども、学校の求めという部分で

できるだけ多くの地域の方々に学校にかかわって

ほしいというふうに思っているところですけれど

も、学校からはどういった要望があるのかをお聞

きいたします。 

○吉村学社会教育課長 学校からの要望について

の御質問でございますけれども、スキーや水泳な

ど専門的な指導が必要なものにつきましては、毎

年学校からの要望が多いことになっております。

そのほか、平成27年度につきましては、小学校・

中学校とも全学年で実施される予定の新体力テス

トに関して要望がございます。 

農大生の登録者が一気にふえたというところ

から、有効活用を図るという点で、今の時点から

各学校の実施時期と農大生の協力可能な時期との

調整をまさに地域コーディネーターが今図ってい

るところでございます。 

○井戸達也委員 この学校支援地域本部事業に

は、広い年代の方々が子どもたちの育ちに携わっ

ていくといった意味では農大生の活用、非常に大

きな役割を担っていただけるのかなというふうに

思います。また、見守りといった部分では、地域

の時間がある方々、御高齢の方々に見守っていた

だけると。役割をこういった形で分担していただ

いて、これからもこの地域学校支援地域本部事業

は、まだまだ学校と深いかかわりを持っていける

事業だというふうに思っておりますので、ぜひい

ろいろな形でＰＲを含めてつなげる役割を果たし

ていただきたいと思います。以上で、私の質問を

終ります。 

○渡部眞美委員長 次。 

○松浦敏司委員 私のほうからは五点ほどありま

すが、最初に、市営住宅の駐車場の問題について

伺いたいと思います。 

 今、多くの市営住宅というのは中層といいます

か、１棟30戸とか40戸入るような建物になってき

ておりまして、そういう中で、現在市の市営住宅

の１棟につき何名入居しているかによりますけれ

ども、何台分の駐車場を確保しているのか最初に

伺います。 

○角田敏文建築課長 公営住宅の駐車場につきま

しては、建設当時から入居者の人数分ということ

で、その分を確保しているということになってお

ります。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、来客用の駐車場がなくて困るという声が

市民からも聞こえますし、私たちも実際に相談を

受けるときに訪問すると、来客用の駐車場がなく

て大変困ることがあります。 

 車社会であるにもかかわらず、市営住宅を建設

する上で来客用の駐車場をなぜ確保しなかったの

かと、この辺をまず伺いたいと思います。 

○角田敏文建築課長 来客用の駐車場におきまし

ては、先ほど申し上げましたように、建設当時入

居者の数の分だけしか駐車場の整備を行っていな

かったということがございます。新たな公営住宅

につきましてはそれなりの駐車場を確保しており

ますが、今まで在来の駐車場につきましては、な

かなか対応ができないという状況になっておりま

す。 

○松浦敏司委員 現状はそういうことだと思うの

です。ただ、入居者分の駐車場を確保していると

いうことですが、入居者の中で車を持たない世帯

も一定数あるのだというふうにも思うのです。現

状はどのような形で来客用の駐車場ということで

対応しているのか伺いたいと思います。 

○角田敏文建築課長 現状の対応といたしまして

は、駐車場に対して管理人を１名ずつ置いており

まして、委員がおっしゃいましたように、高齢化

も進んでいまして実際に車を持たない入居者の方

もたくさんいらっしゃいますので、その駐車場を

管理人がある程度対応して、空いているところに

駐車していただくという状況で進めております。 

○松浦敏司委員 ところが、きちんと来客用の駐

車場ですという表示がないものですから、来客者

は右往左往してしまうということなのだろうとい

うふうに思います。今、答弁の中で管理人が空い

ている場所を活用して対応しているということで

ありましたけれども、そういう意味では、来客者
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にわかるような形で表示をする必要があると思う

のですが、その辺はどのようなお考えでしょう

か。 

○角田敏文建築課長 駐車場にわかるような形の

ものということでございますが、現在ある団地で

は、管理人が独自でセーフティーコーンとポール

を持って、その駐車場の前にある程度来客用とい

うことで区画をしていると。それらを今後とも建

築課としても十分に見ながら、そのような対応で

進んでいきたいと思っています。 

○松浦敏司委員 ぜひわかるような表示をしてい

ただいて、安心して駐車ができるというようにし

てほしいと思います。私の経験でも、停めるとこ

ろがなくてやむなく空いているスペースに停めた

ら注意を受けるということもありました。そのよ

うなことがないように今後取り組んでほしいです

し、新しい市営住宅についてはそういったものも

考えているということなので、ぜひそれは大きさ

に応じて来客用の駐車場をしっかり確保してほし

いと思います。 

 ２つ目、次に行きます。 

 省エネ住宅新築促進事業についてであります

が、この事業の概要について説明していただきた

いと思います。 

○角田敏文建築課長 省エネ住宅促進事業につい

てでございますが、網走市省エネ住宅促進事業に

つきましては、網走市におきまして、次世代省エ

ネルギー基準に対応する住宅建設促進と建設にか

かります業者の技術力向上を図るため、平成26年

度に創設した事業であります。 

 事業の内容といたしましては、１番目に北方型

エコ住宅で熱損失係数が1.0以下の住宅に50万

円。ちなみに熱損失係数といいますのは、建物の

中の断熱性能がいかに高いかを示す指標でありま

して、この数値が小さければ小さいほど、その建

物については断熱精度が高いという状況になって

おります。２番目に北方型住宅で熱損失係数が

1.3以下の住宅には40万円、長期優良住宅で熱損

係数が1.6以下の住宅に対しては30万円、省エネ

基準適合住宅で熱損失係数が1.6以下の住宅に対

しては20万円を助成することとなっております。 

○松浦敏司委員 これは、例えば北方型の１番高

い50万円の補助というふうになりますと、これは

１棟につき50万円の補助をすると、それぞれ40万

円、30万円、20万円となっていますが、そういう

ふうに捉えてよろしいのですか。 

○角田敏文建築課長 はい、そのとおりでござい

ます。 

○松浦敏司委員 そうすると、北方型でいうと相

当基準が高いということから、何千万円になるか

わかりませんが、金額的にも相当張るのだろう

と。厳しい基準というのがあるのだろうと思うの

ですけれども、例えば北方型の1.0以下というも

のについて50万円の補助というのは、どういった

縛りといいますか、基準といいますか、その辺

ざっくりでいいのですが伺いたいと思います。 

○角田敏文建築課長 今おっしゃいました基準と

いいますのは、あくまでも1.0が主体ということ

で、その1.0がどれだけ建物にとって断熱性の高

いものかということを標す指標となっております

ので、基準と申しますのは、まず1.0以下である

ということが基準になるかと思います。 

○松浦敏司委員 わかりました。この４つの事業

があって、それぞれ目的があって事業が組まれ、

要件を満たしていないと対象にならないというこ

とで、それぞれ要件があるのだろうと思います

が、今課長が言ったようにこの基準を満たしてい

ないとそうならないということで私は受けとめま

した。 

 次に、この間の実績はどのようになっているか

伺います。 

○角田敏文建築課長 この事業は昨年度から実施

しておりますが、今年度の状況といたしましては

北方型エコ、北方型の実績はゼロ。この理由とい

たしましては、基本的に北方型エコ住宅や北方型

住宅の建設コストが高くて、一般的建設の実績が

ゼロとなったものでございます。 

 続きまして、今年度住宅確認件数は52件ござい

ましたが、そのうち27件が市内業者の施工となっ

ておりまして、内、省エネ基準住宅につきまして

は８件が助成の対象となりました。ほか、13件の

長期優良住宅につきましては、実は、別の助成が

ございまして、その別の助成の地域型住宅ブラン

ド化事業によりまして、１棟当たり100万円の助

成があるものでございます。その助成を受けます

と、他の助成は受けられないということで、網走

市の長期優良住宅につきましての件数はゼロ件と

なっている次第でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

それで、平成27年度の予算というのが510万円
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計上されておりますけれども、これはどのような

想定で予算が組まれたのか伺います。 

○角田敏文建築課長 今年度の予算の内訳といた

しましては、北方型住宅エコ適合住宅につきまし

ては１件につき50万円、北方型住宅適合住宅につ

きましては１件当たり40万円、認定長期優良住宅

につきましては30万円が２件、省エネ法基準適合

住宅におきましては20万円が18件、合計で510万

円となっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。ただ、非常に基

準の高い北方型あるいは北方型エコというのはな

かなか難しいのだなというのは、率直に感じたと

ころです。 

 次に移ります。 

 住宅地の間口の除雪・排雪の対策について伺い

たいと思います。先ほど井戸委員からも質問があ

りましたが、重複しない部分について伺いたいと

思います。 

 近年の降雪量というのは非常に多くなっている

ということで、私も網走に来て45年ほどになりま

すが、それこそ45年ぐらい前というのはこの網走

というのは雪の少ないところで、年前に除雪する

ようなことはほとんどありませんでした。お正月

あたりからちらちらと降って、少しずつ積もって

流氷まつりのあたりに排雪をすると、そうすれば

さほど今日のような状況はまずないと、こんな感

じでいました。10年とか15年に１回、どかんと来

ることは私も20代の前半に経験したことがありま

す。しかし、近年のようなことはありませんでし

た。 

例えば夏場でいえば、この辺では昔は最近の

ような雨の降り方はなかったです。また雪の降り

方も、ここ４～５年の降り方というのは非常にそ

れまでとは全く違う雪の降り方です。そして雪質

も実は、昔は１月ごろに降った雪というのは雪合

戦ができない雪だったのに、今はべた雪で大変重

い雪になっているという特徴があります。そうい

う点では、大変な気象の変化もあるのだろうなと

いうふうにも思いますが、とりわけことしの雪の

降り方というのは異常といいますか、毎週のよう

に吹雪があったという点では、原課としても大変

御苦労なさったことだろうというふうに推察いた

します。 

 そこで、除雪にかかわる苦情というのもたくさ

ん来ているのだろうと思いますし、担当者の心労

も相当なものだっただろうと、これからもまだ３

月いっぱいはそのようなことが続くかもしれませ

んが、苦情の中で一番多かったのはどのような苦

情だったのかまず伺います。 

○高橋勉土木管理課長 除雪に関しての御質問で

ございますが、市民からの要望・苦情の中で、全

ての集計はまだ終わっておりませんけれども、例

年もそうなのですが、例年にも増してことしの部

分はやはり住宅の間口に大量の雪を置いていかれ

たと。「自分ではどうしようもない」と、「何とか

してください」というような要望等が断然多いと

考えております。 

○松浦敏司委員 まさにそうだと思うのです。私

もその苦情が一番多くて、なかなか答えに困る状

況にあります。 

 そこの住んでいる住民にとっては、自分の玄関

口のところに雪を置いていかれるという受け止め

方です。ただ、オペレーターからすれば、そうで

はないのだけれども、結果として障害物があれば

そこに押されてそれ以上行きませんけれども、障

害物がなくなった玄関口、間口あたりがちょうど

そこに差しかかると、結果としてそこに置いてし

まうということになるのだろうと、いいほうに考

えてそう感じています。いずれにしても、どこか

に置かなければならないという、大変大きな問題

があるのだろうというふうに思います。 

 網走の高齢化率も27％を超えました。どこの町

内会もそうですけれども、高齢化が進んでいて、

現役世代の人はやはり仕事に行かなければなりま

せんから、必要最小限の除雪だけをしてとりあえ

ず出勤するということになって、後は現役を退い

た人たちが除雪を行い、時には１日の大半を除雪

に時間を使うというようなこともあります。その

中で、やはりことしのような、ここ数年といいま

すか、重い雪が除雪車で固められてきますから、

これは高齢者あるいは体の弱い高齢者の皆さんに

とっては、それこそどうにも対応しようがないと

いうことで、苦情が多いのだろうと思います。 

 今日の気象の関係で言いますと、私なりの素人

考えですけれども、やはりここ数年の降雪の状況

というのは異常だというふうに思うのです。それ

までの冬の低気圧というのは、大体三陸沖に低気

圧が来たときにはそのまま東にそれていくのに、

ここ数年は三陸から真上の北海道に、とりわけ道

東地方に北上してきてオホーツク海でゆっくりと
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進んでいくということで、これがここ数年の特徴

だというふうに思うのです。そういうふうに見た

ときに、私は農業委員会の中でも農家の人たちと

話すのですが、夏場の雨の降り方、そして冬の雪

の降り方、これはひょっとすると、これがこれか

らのこの地域の当たり前の気象になるのではない

かというようなお話も聞いたところです。そうい

う点からすれば、そのことを想定して市としても

今後の対応としてやはり何らかの方法を考えてい

かなければならないと思う次第です。 

 以前、この予算等審査特別委員会の場でも質問

をしたことがあるのですが、そういった高齢者の

方々の間口について、例えば季節労働者の人たち

を一定期間雇用して、除雪車が通った後にその大

きな雪の塊をトラックに積み込んで回収すると。

これは紋別市でも行っているというふうにも聞い

ております。この点で原課として何らかの工夫を

してほしいと思うのですが、その辺伺いたいと思

います。 

○高橋勉土木管理課長 御指摘のとおり、私自身

もこれは私の個人的な見方なのですけれども、や

はり天候が近年変わってきているという印象は

持っております。 

今冬の冬季間の除雪においては、職員あるい

は除雪関連事業者に対しても私のほうから指導し

てきたところなのですが、大量の降雪があった場

合については、まず道路を確保するというのが最

優先ですので、不公平感のないよう道路わきに寄

せる雪はなるべく均等となるようにという指導

と、また降雪が比較的少ない場合については、極

力住宅の間口付近には雪を寄せないように丁寧な

除雪を行うよう、現状指導してきているところで

ございます。 

 ただいま御指摘ありましたとおり、高齢化に伴

いまして、やはり雪も重いということで、住宅間

口の除雪について別な方法をというようなお話で

ありましたけれども、建設部土木管理課として道

路の除雪を担っておりますが、現在の原課の体制

では時間的、あるいは費用的にも今以上の対応に

ついてはなかなか難しいものがあると判断してい

ますことを御理解いただきたいと思います。 

○松浦敏司委員 事情はわかります。わかります

が、私がさっき言ったような状況も考えたとき

に、来年からということにはなかなかなりません

けれども、今後の課題としてそのことをしっかり

見据えていかないと、なかなか地域住民の暮らし

に影響を与えてしまうのではないかと。多くの市

民は、今の網走市の除雪についてはそれなりに評

価しているのです。しかし、ことしのような雪の

降り方をされますと、とにかくどうにもこうにも

ならない状況だということであります。除雪につ

いては、市民的には少々お金を使っても、感謝す

ることはあっても苦情を言うことはまずないだろ

うというふうに思いますので、できるだけ積極的

な方法でこの問題を解決できるような形で、検討

していってほしいということをまず要望しておき

ます。 

 次に移ります。鱒浦４丁目の住宅地の雪庇、あ

るいは土砂対策についてです。 

 鱒浦４丁目に住む住民から先月、私のほうに雪

庇が崩れそうになっているという相談があり、訪

問いたしましてお話を伺いました。ここは民間の

会社が開発した土地のようでありますので、市が

直接云々というふうにはなかなか難しいとは思い

ますが、市としてこの状況をどのように把握され

ているか伺いたいと思います。 

○立花学都市開発課長 御質問のございました鱒

浦４丁目の箇所につきましては、委員がおっしゃ

るとおり、民間事業者において宅地造成された箇

所でございます。宅地造成された区域の中の一部

におきまして、のり面道路排水工事箇所が基準に

合致していないということから、宅地造成工事の

許可におきまして検査不合格となっていたもので

ございます。 

 お話のありました当該箇所ののり面につきまし

ては、そのままのり面のままでは基準に適合しな

いということから、宅地造成者の事業者が、隣接

する宅地との境界に擁壁を設置して対処してきて

おります。ただ現在、ゲリラ豪雨等の大雨の天候

の影響等もございまして、のり面の一部が崩壊す

るような発生も受けているということがありまし

て、市といたしましては造成事業者に対しまして

再三にわたりのり面の安全性について復旧を行う

ように指導を行っている状況でございます。 

○松浦敏司委員 こののり面が法的に合致してい

ないというお話でしたけれども、開発する段階で

は、認可するところというのはどこになるのです

か。道になるのですか、市になるのですか。 

○立花学都市開発課長 宅地造成法の適用につい

ての監督についての御質問だと思うのですけれど
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も、当時、この鱒浦４丁目の宅地造成を管理して

いた時に関しては、北海道が適宜についての判断

をしております。宅地造成の権限委譲を市のほう

で受けまして、平成17年以降は宅地造成にかかわ

る権限については、市のほうで行っているという

のが現状となっております。 

○松浦敏司委員 そうしますと、ここの造成の状

況からすれば、平成17年以前に造成されたのだろ

うと思います。そういう点では、これは一定程

度、許可をした道の責任もあるというふうに私は

感じるのですが、その辺はどうなるのでしょう。 

○立花学都市開発課長 当時から今回の宅地造成

区域の一部のエリアに限ってなのですけれども、

従来からの適合には不合格ということですので、

特にそこのエリアについて宅地が開発されるとい

うことは当時から北海道におきましても、是正・

指導等については行ってきているという現状に

なっております。 

○松浦敏司委員 非常に問題が大きいと。そうい

う意味では、道とも連携しながらしっかりした指

導をする必要があるのだろうというふうに思いま

す。私も先月、現場を見に行っただけですから、

雪庇しかわかりませんし、のり面の状況もわかり

ません。雪が溶けないと状況が把握できないと思

いますので、これからもぜひ現場をしっかり見な

がら問題解決しないといけないと思います。今後

の問題として一番心配なのは、例年起きているゲ

リラ豪雨のようなことが起きると、それこそ昨年

広島であったような土砂崩れも想定されがちだと

いうことでありますので、これは今後しっかりと

私自身も注視していきたいと思いますが、原課と

してもしっかり注視しながら解決できるために何

が必要かということで、しっかりと取り組んでほ

しいと思います。 

 次に移ります。教育費についてであります。 

 ことしから就学援助の品目を拡大して、これま

で私ども共産党議員団もクラブ活動費、ＰＴＡ会

費、生徒会費を国としても認めているので、市と

しても、市教委としてもぜひ取り組むべき、拡大

すべきだということを申し上げてきました。こと

し、この３つが追加されたということは、大変高

く評価したいというふうに思います。 

 そこで問題なのは、実は昨年も質問いたしまし

たけれども、平成25年８月から生活保護基準が引

き下げられたという事態が起きました。昨年も質

問したと思いますけれども、いよいよこの平成27

年度から保護者の収入ということで影響が出てく

るということです。ことし平成27年度からの基準

でいきますと、平成26年の保護者の収入をもって

その対象になるかならないかということになるの

だろうと思いますけれども、このままにしておく

と、これまで就学援助を受けられていた人たちが

受けられなくなる可能性があるというふうに思い

ます。 

 教育委員会としては、これまでも生活保護費の

1.3倍の基準を、平成25年度の水準を守るという

ふうに答えておりましたけれども、このような状

況の中でどのようになるのか、まず伺いたいと思

います。 

○鈴木直人管理課長 当市の準要保護世帯の収入

認定につきましては、生活保護基準の1.3倍未満

の世帯としているところでありまして、今お話の

ありましたとおり、平成26年度の準要保護認定に

つきましては、生活扶助基準の見直し、これは主

に引き下げですけれども、これの前、平成25年４

月１日現在の生活扶助に基づきまして、平成25年

分の世帯収入で判定していることから、就学援助

への影響はないところでございます。 

 近年、経済的に就学が困難と認められる世帯が

多い状況にあること、また準要保護の認定につき

まして、国からは生活扶助基準の見直しに伴い、

できる限りその影響が及ばないように対応するよ

う、地方公共団体に対して要請をされていること

などを踏まえまして、平成27年度の準要保護世帯

の認定におきましても、主に引き下げ前の平成25

年４月１日現在の生活扶助基準に基づきまして、

平成26年分の世帯収入で判定することによりまし

て、就学援助への影響を生じさせないような配慮

をすることで考えております。 

○松浦敏司委員 ひとまず安堵いたしました。国

も無責任といいますか、それ以上の基準を下げな

いようにというなら、生活保護費の基準を引き下

げるなと私は言いたいところです。いずれにして

も、平成25年度の水準をしっかり守っていくとい

う確認ができましたので、理解いたしました。私

の質問は、以上で終わります。 

○渡部眞美委員長 ここで、暫時休憩をいたしま

す。 

午前10時57分休憩 

午前11時07分再開 
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○渡部眞美委員 休憩前に引き続き再開をいたし

ます。 

 質疑を続行いたします。 

○山田俊美委員 それでは、私のほうから５件ほ

ど質問をさせていただきます。 

 最初に、学校栄養士の配置の件でありますけれ

ども、事業拡張として322万円とあります。学校

栄養士につきましては、学校給食法で子どもの健

全な育成として学校給食を通して子どもの健やか

な成長を支援するということと、食育の推進とし

て学校給食を生きた教材として活用し、健全な食

生活の実践を促進する、それと地産地消の推進と

して学校給食を通して地元産の農産物を食として

地域で消費し、多彩な副食からなる食生活を推進

するというような、ほかにも書いてあるのですけ

れども、このように給食を通して子どもの成長に

大きく寄与してくれるのは栄養士の役割だという

ふうになっております。 

 今回、網走市で拡充事業として募集をされるよ

うですけれども、現在の栄養士の配置状況はどの

ようになっているのでしょうか。 

○鈴木直人管理課長 現在の配置状況ですけれど

も、今年度につきましては、市内小・中学校に道

費負担職員である６名の栄養教諭が、共同調理場

５施設と単独調理場１施設に配置されておりま

す。 

○山田俊美委員 現在６名の栄養士職員が配置さ

れているということで、今回拡充という形になっ

ているのですけれども、もう１名配置しようとい

うところについてお聞きしたいのですけれども。 

○鈴木直人管理課長 今年度につきましては、６

名の栄養教諭が学校給食の管理業務を担ってきた

ところですが、公立小・中学校の栄養教諭の配置

につきましては北海道教育委員会の判断によると

ころですが、職員定数配置基準であります小学校

及び中学校県費負担職員定数配置基準によりまし

て、平成27年度につきましては１名が減員とな

り、５名となります。学校給食の単独調理場を有

する学校には、配置されないこととなるところで

ございます。未配置となりますのは、市内最大規

模の小学校でありまして、この学校給食の管理を

行うために、市費負担の学校栄養士を配置しよう

とするものでございます。 

○山田俊美委員 わかりました。北海道の配置基

準が厳しくなったということだと思うのですけれ

ども、その中で網走市は栄養士の重要さを認識し

ていて、今までの配置基準を守ると、そして子ど

もたちの健全な育成のために食を通した生活環境

も指導の中の一つとしてやっていくという考え方

でありますので、非常に大変だと思いますけれど

も、この事業についてはよろしい事業であると思

います。 

 そこで、今回雇い入れる栄養士の雇用形態につ

いては、どのような形になるのでしょうか。 

○鈴木直人管理課長 学校栄養士につきまして

は、嘱託職員としておりまして、勤務時間につい

ては午前８時から午後４時まで、実質勤務時間が

７時間、こういう勤務条件で勤務していただくこ

とで考えております。 

○山田俊美委員 わかりました。通常、子どもた

ちに何の支障もないような勤務形態であるという

ふうに思います。 

 そこで、栄養士の仕事は結構、私は難しい仕事

だというふうに思われます。そういった中で新規

採用する上では、栄養士が網走にどのぐらいいる

かわかりませんけれども、採用の基準はいろいろ

あると思うのですけれども、多分学校に１人配置

するわけですから、結構難しい業務をこなすので

はないかと思うのですけれども、仮に採用された

後の研修制度についてはいかがでしょうか。 

○鈴木直人管理課長 学校栄養士の採用に当たり

ましては、栄養士の資格保有者をということで応

募要件としていますことから、学校栄養士として

の業務遂行能力があるものと考えております。ま

た、毎月開催されます献立会議がございますけれ

ども、ここにおきましても、各学校の栄養教諭と

の意見交換ですとか市の管理課におります栄養士

の指導も受けながら業務を担っていただくこと

で、業務に対応できるのではないかというふうに

考えてございます。 

○山田俊美委員 わかりました。他の研修施設で

するというわけではなく、中でお互いに協力しな

がらやっていくということで、採用される栄養士

にとってもそんなに不安がないふうに思われま

す。 

 また、せっかく採用されたのですから、嘱託職

員でも１年きりということはないのではないかと

思うのです。例えば嘱託職員となると、網走市の

基準によると毎年更新というようなことではない

かと思うのですけれども、その後継続して雇用も
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していただけるような形なのでしょうか。 

○鈴木直人管理課長 嘱託職員につきましては、

今お話のありましたとおり単年度の雇用となりま

すが、年度末には本人の意思確認をした上で雇用

の更新という手続に入ることになるのではないか

というふうに考えております。 

○山田俊美委員 わかりました。栄養士も労働者

であります。雇用環境がよければ、ずっと働いて

子どもたちに食の大切さを伝えながらいろいろ献

立を作っていくと思いますので、ベテラン職員と

なっていくことを切に望むわけでございます。よ

く言われますけれども、この豊かな社会において

栄養失調になる子どももいると言われますので、

そういったところもありますから、ぜひこの事業

を続けていって欲しいと思っております。 

 次の質問に入りますけれども、就学奨励の援助

費目の拡大ということで、先ほど松浦委員が質問

をされていましたが、私もそれに関連をすること

を質問していきたいと思います。網走市において

就学援助の拡大という中で、３つの費目が追加さ

れたと思うのですけれども、クラブ活動費、ＰＴ

Ａ会費、生徒会費に広げたと。今までは、科目に

ついては決まったものがあると思うのですけれど

も、この費目を追加しようという背景はどのよう

なことがあったのかということと、このような境

遇にある保護者は何世帯でどのぐらいいるのかと

いうことについても、教えていただきたいと思い

ます。 

○鈴木直人管理課長 就学援助費目の費目拡大の

関係でございますけれども、近年、要保護ですと

か準要保護世帯の就学援助を受ける児童・生徒数

の割合の推移につきましては、おおよそ児童・生

徒４人に１人という状況にございます。経済的に

就学が困難と認められる世帯の割合が多い状況が

あります。教育の機会均等の精神に基づきまし

て、全ての児童・生徒が義務教育を円滑に受ける

ことができ、クラブ活動などの学校活動において

制約を受けることのないよう配慮されるべきこ

と、こういうことから、就学援助の対象となる費

目を要保護世帯の費目と同様に拡大しようとする

ものでございまして、クラブ活動費、ＰＴＡ会

費、生徒会費の３費目を新たに支給費目として拡

大するものでございます。 

 次に、このような境遇の児童・生徒の世帯数と

児童・生徒数の関係でございますけれども、ま

ず、準要保護世帯についてですが、平成25年度末

では小学校で399名、中学校で226名、小・中学校

合計で625名となってございます。拡大する３費

目についてでございますけれども、クラブ活動費

については小・中学校で413名、ＰＴＡ会費が、

これは世帯ですが、小・中学校で570世帯、生徒

会費が小・中学校で179名と見込んでいるところ

でございます。 

○山田俊美委員 わかりました。国全体でも、相

当な数の人たちがこの制度を利用しているという

ことで、そして網走市でも非常に大きな数の方が

これを利用しなければならないという状況である

ということは、かなり厳しい状況にあるというふ

うに思います。この人たちが教育を平等に受けら

れるような、そして安心して同じ境遇で学べると

いうことが必要だと思いますので、この制度が早

く景気がよくなって少しでも減ることが望まれる

と私は思っています。それから、この就学援助を

何とか守って、少なくとも社会がよくなってこれ

を利用する人が少なくなることを望みまして、こ

の質問については終わります。 

 次に、ふるさとアーティスト公演事業ですけれ

ども、実は教育長がホームページに載せているの

ですけれども、芸術・文化については心の豊かさ

を求める市民の意識やニーズが高まる中で、市民

文化の高揚は地域社会に豊かさと潤いをもたらし

て創造的な地域づくりの基礎となるものと考える

と、そして市民のだれもがすぐれた芸術・文化に

触れ、自ら行う創作活動や文化活動に対して支援

を引き続き実施していきますと言っています。 

また、ふるさとアーティスト公演事業につい

ては、平成24年度のプレ開催において、ふるさと

出身のアーティストが集合して舞台発表と市民と

の交流という新しいスタイルが高い評価を得たと

いうふうに言っています。本年度は、ふるさと網

走の絆をより深めながら、すぐれた芸術・文化の

専門家が集うまちづくりを目指し、本格的に取り

組んでまいりますということを昨年言っていま

す。さらに、東京網走会との交流から実施される

ところとなる創作活動の合宿受け入れに対する支

援もしていくということと、網走市における芸

術・文化の合宿誘致の可能性も探っていくと言っ

ております。 

 さて、このふるさとアーティスト公演事業です

けれども、歴史は浅いのですがどのような事業で
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しょうか。 

○吉村学社会教育課長 ふるさとアーティスト公

演事業について、その事業の内容でございますけ

れども、網走にゆかりのあるアーティストがふる

さと網走に集い、市民と交流を深めながらその発

表の場を持つことで市民の応援のもと、ふるさと

網走がすぐれた芸術活動の拠点となるような環境

づくりを目指した音楽フェスティバルということ

でございます。 

 平成24年のプレ開催を経まして、平成25年度に

本格開催いたしました。平成27年度は、２年ぶり

第２回目の本格的開催ということになります。 

○山田俊美委員 わかりました。この事業は非常

にいい事業だと私は思っていまして、前から網走

からたくさんの方が東京とか札幌とかの大都市圏

に行かれて、そこで頑張って芸術活動もしている

方がたくさんいると聞いています。しかしなが

ら、ここにいる私たちは、その方たちがどのよう

にして活躍しているのかわからないというような

こともたくさんあります。 

 そこで、もっともっとたくさんいるのだと思う

のですけれども、この網走市出身のアーティスト

の発掘については、どのように行われているので

しょうか。 

○吉村学社会教育課長 ふるさとアーティストの

発掘というような御質問でございますけれども、

過去の情報は市民からの情報提供が主となります

が、そのほか市内の芸術・文化団体の関係の方、

またはインターネットなどによりまして網走ゆか

りの方の情報の収集、また過去にプレ開催を含め

て２回開催しておりますので、過去に出演した

アーティストからの情報提供などがございます。 

 情報収集を行っておりますので、提供いただき

ましたデータをもとにアーティスト情報を登録い

たしまして、事務局のほうでその活動状況につい

て随時確認をしているところでございます。昨年

度末で、66組の登録状況がございます。 

○山田俊美委員 わかりました。登録状況が66組

ということで、市民からの情報提供などいろいろ

なところをチェックして発掘をされているという

ことであると思います。 

 私も２回ぐらいアーティストの活動を見たので

すけれども、その分野は音楽、書、絵もありまし

た。それ以外の芸術分野、芸術の枠組みというの

は、どのように考えているのかと思うのですけれ

どもいかがでしょうか。 

○吉村学社会教育課長 このふるさとアーティス

ト公演事業のふるさとゆかりの方というようなと

ころでございますが、基本的には全ての芸術分野

を対象にしているところでございます。音楽や俳

優・女優などの演劇関係の方、先ほど委員もおっ

しゃいました書道家、または詩人、美術家など多

岐にわたっている分野の方が登録しているところ

でございます。 

○山田俊美委員 今おっしゃったように、分野は

問わないでいくと。そういった応援の仕方は、非

常に重要ではないかと私は思います。 

 このふるさとアーティスト事業から得られる事

業効果というのですか、それはどういうところに

市が一番主眼を持っているのでしょうか。 

○吉村学社会教育課長 事業効果といたしまして

は、網走ゆかりのアーティストに発表の場を提供

いたしまして、市民の芸術・文化を鑑賞する機会

を創出するというところと、市民がアーティスト

を応援することによりまして、将来網走を活動拠

点といたしましてアーティストの方に活躍してい

ただくということで、まちのにぎわい、人づく

り、そして地域で芸術・文化活動を行っている子

どもたちへの夢や目標となることを、事業効果と

して期待しているところでございます。 

○山田俊美委員 今おっしゃったとおりであると

思います。芸術家は日本から世界にでも、日本中

にでも発信することができます。これは網走出身

だということを誇りに思って発信することによっ

て、網走の発展につながるという立派な事業だと

思いますので、継続をしてほしいというふうに

思っています。 

 そこで網走において、網走市文化連盟などと

いった団体を活用、連携していますということを

先ほど言われましたけれども、さらに広げる方法

論があるのかなと思うのですけれども、その点の

お考えが次のステップとしてあればお願いいたし

ます。 

○吉村学社会教育課長 ふるさとアーティスト公

演事業につきましては、プレ開催を経て、まだ２

回目の開催ということでございます。マンネリ化

をしないように、今回は今まで出演をされたこと

のない方を中心に、出演交渉を行うというような

意向で進めております。 

 また、市民によります企画委員会を開催して意
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見交換をしておりますが、そちらの中で市民と意

見交換をするほか、市内の芸術・文化団体の皆様

などにも市民とのかかわりを持つ中で、間を取り

持っていただいているような事情もございますの

で、そちらの方の協力を得て網走の芸術・文化の

団体、皆様が連携をして事業を進めていけるよう

に考えているところでございます。 

○山田俊美委員 わかりました。網走というのは

意外と、例えばブラスバンドとか、いろいろなも

のが日本中に知れ渡っているという芸術的にすぐ

れた子どもたちが多いというふうに思います。今

後も逸材が出るという可能性もありますので、ぜ

ひこの事業は進めていってほしいというふうに思

います。 

 最後に、教育長がおっしゃったところで気に

なったところがあるのですけれども、網走におけ

る芸術・文化の合宿誘致の可能性を探っていくと

いう文面が一つあったので、その点は今探ってい

くという段階なのか、これから考えていこうとい

う具体案等があるのかないのか、その程度ですけ

れども、お考えがありましたら教えていただきた

いと思います。 

○吉村学社会教育課長 芸術・文化合宿のかかわ

りという点の御質問かと思います。ふるさとアー

ティスト公演事業がプレ開催をした際に、東京網

走会の皆様方からも御意見をいただいたりした中

で、こういった芸術・文化を網走の拠点にしたら

どうかというようなお話の中で、合宿といったも

のも市民有志の方の御寄附をいただきながら取り

組んできたわけでございます。 

 今回のふるさとアーティスト公演２回目につき

ましては、合宿の誘致の部分と今回少し置きまし

て、先ほども言いましたけれども、過去に出演の

ない方を中心に出演依頼をしているという部分

と、市民の交流というところで吹奏楽の市内の

小・中学校、高校などにかかわりを持つというこ

とで、コンサート依頼などもしているところでご

ざいます。 

 合宿の誘致につきましては、平成27年度につき

ましては、ふるさとアーティスト公演とはひとつ

置いた形で、昨年度合宿していただきました日本

画のデッサンの合宿をされた大学がございまし

て、そちらにことしも来ていただくような形に

なっております。芸術という分野では同じカテゴ

リーかと思いますので、行く行くはそちらの大学

に通年網走で合宿をしていただいて、ふるさと

アーティスト公演が行われる年にあわせて、一緒

に何かをするというようなところがあればいいな

というふうに考えております。 

○山田俊美委員 わかりました。この芸術・文化

は、非常にいい事業だというふうに私は思ってい

ます。ぜひ続けて、合宿も強く推進をしていって

ほしいと思います。 

 私も東京網走会で芸術家の方たちにお会いする

と、やはり苦労して向こうで有名になっていくと

おっしゃいます。網走出身者としては、ぜひ応援

もしていくということをお願いいたします。 

 次の質問ですけれども、図書館の無断持ち出し

感知システムの関係です。 

 拡張事業として行おうとしているわけでありま

すが、システム更新ということを書いています。

どのようなシステム更新なのでしょうか。 

○笹尾誠図書館長 市立図書館の２階には、地方

資料コーナーがございまして、現施設の開館当時

より、図書資料の無断持ち出し防止のための感知

システムを出入り口それぞれに２基設置しており

ます。昨年10月に、このシステムのうち１基が故

障したため、平成27年度に１基更新を行おうとす

る内容でございます。 

○山田俊美委員 このシステムがどの辺にあるの

かわからなかったので、どこにどのようにあるの

か教えてください。 

○笹尾誠図書館長 防止装置自体は、一般的に言

いますとビデオ店の出入り口にあるゲートのよう

な形になっておりますが、市立図書館の中につい

ては２階の出入り口にあるのですが、読書環境の

配慮から木製パネルに囲まれていますので、一般

的には見づらいような状況になっていると思いま

すが、それぞれ２階の出入り口に面したところに

１基ずつ設置しております。以上です。 

○山田俊美委員 わかりました。２階にあるとい

うことで、２階における重要な要素が多分あると

思うのですけれど、１階にはないと。それで、こ

の持ち出しの関係なのですけれども、持ち出しを

勘違いして防止装置が作動することがあるのかど

うか、そして１階にはないという理由をお伺いし

たいのですけれども。 

○笹尾誠図書館長 ２階の状況でございますが、

あえて故意に持ち出そうとするのを発見したとい

う例は、正直私ども職員間ではございませんが、
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２階の資料をまれに１階のカウンターで貸し出し

手続をあわせてしようという利用者さんがいらっ

しゃいます。そのためこのシステムを通過するこ

とがございまして、そうするとシステムの解除の

手続をしておりませんので警報音が鳴るという状

況でございます。その場合については、２階カウ

ンターの職員がその都度説明して解除と貸し出し

手続を行っております。その頻度につきまして

は、１週間当たり数回という程度でございます。 

 １階についてでございますが、開館当時から１

階については設置をしておりません。２階の設置

状況でございますが、特に図書館２階の地方資料

コーナーに網走市や北海道に関する資料が２万３

千点ほどございまして、これらは大変古いもの、

貴重なものが多く、また買いかえもできないため

に、２階にはこの無断持ち出し感知機というもの

を設置しております。しかし１階については、一

般向けの読みものや子ども向けの絵本等が主でご

ざいまして、これらの本については、その内容や

また外装が古くなると随時入れかえることもござ

いますので、１階にはこのシステムを設置しない

という状況でございます。 

○山田俊美委員 わかりました。２階には貴重な

文献があるということで、これは必ず設置しなけ

ればならないというようなことであるようです。 

 また、私は１階のことを言ったのですけれど

も、１階の図書というのは、言い方は悪いですけ

れど、さほど重要ではないから、なくなってもい

いかなというような、それはあまりにも言い過ぎ

ですが、コストを要するに１基つけるのに今予算

にあるのは180万もかかると。180万もかけて１階

につけたとしても、なくなったときは更新すれば

いいかなというような感じもしないわけではない

ですけれど、実は違う観点で私が思うには、犯罪

予防という言い方も変ですけれども、図書館での

持ち出しは犯罪だと思うのです。これをやはり予

防するということも一つ大事で、それからもう一

つは、図書館を利用するときに、自分の書物を

持ってきてそこで読む方もおります。そこで、そ

の書物をまた自分のかばんに入れたときに、場合

によっては他人が見て「あの人本を持っていった

よ」と図書館の方に言って、その人が持ち出しを

した人というふうに勘違いされたりすることもな

いわけではないと思うのです。そういった意味

で、図書館の本も非常に大事。それから別の意味

でも、あってもいいのではないかというふうに私

は思うのですけれど、その点はどうお考えでしょ

うか。 

○笹尾誠図書館長 １階にこのシステムを導入し

ていない関係の御質問でございますが、まず、先

ほど委員からもございました経費の面も実際ござ

います。本システムを適応するには、図書資料１

点ごとにこのシステムに反応する金属テープを張

りつけなければなりません。この金属テープが１

枚30円から40円と単価は安いのですが、図書館１

階には10万点を超える資料がございますので、全

て貼るだけで300万円～400万円と、毎年7,000冊

ほどの図書資料を入れかえしておりますので、そ

れだけで20万円～30万円という経費が非常にかか

ります。 

 また、システム本体につきましても御質問いた

だきましたとおり、一基180万円ということで、

１階に出入り口が２カ所ございますので360万円

ということでございますので、経費の面から非常

に厳しいと考えております。 

 しかし一方で、モラルですとか、防止という形

につきましては、基本的に図書館はそういうお客

さんは来ていらっしゃらないはずだという考えで

はおりますが、やはり日常職員が本棚を整理だと

かという業務がございますので、そういうところ

を見ながら、もしそういう方がいらっしゃるので

あれば慎重に対応はしたいと考えております。 

○山田俊美委員 わかりました。費用の関係は非

常に重要なもので、まして無料のものを貸し出し

をしてやっているということで、大きなお金をか

けるというのは商売でやっている人以外はなかな

か難しいと思います。これはいずれ何かの問題が

あれば、そういうこともまた再燃することもある

と思いますけれど、現在の対応の中でやっていく

しかないのかなというふうには思います。図書館

の関係については、この程度で終わらせていただ

きます。 

 次に、「夢の教室」開催事業、スポーツ課であ

ります。夢という名前をつけた教室であります

が、これはどのような授業なのでしょうか。 

○岩本博隆スポーツ課長 「夢の教室」授業につ

いてでありますが、本授業につきましては、日本

サッカー協会が主催する授業であります。主に小

学校５年生を対象に行う授業でありまして、内容

につきましては、元アスリートが講師となり、１
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時間目にレクリエーションを行い講師と打ち解

け、２時間目に講師による講話をいただき、その

経験談から子どもたちの成長に役立ててもらいた

いというものであります。 

○山田俊美委員 わかりました。この「夢の教

室」は非常に大事で、北海道網走は日本の端のほ

うにあるのですけれど、そういう中でそういった

アスリートが網走に来ていろいろ子どもたちの指

導など夢を与えてくれる授業、これは非常に大事

であるというふうに思っております。この授業は

サッカー協会が中心となるという形だとおっしゃ

いましたが、その点はどういうことなのかなとい

うことなのです。どうしてサッカー協会が中心に

なったのかと思うのですがいかがでしょうか。 

○岩本博隆スポーツ課長 サッカー協会が中心に

なって、普通ならばサッカーの元選手などが講師

をするというのが、当初は主だったようです。そ

れが今回、平成26年度に来られた方は、バレー

ボールのオリンピック選手でありました。講師を

多種目にして、各地域で１つのものに偏らずいろ

いろな競技から学べるようにということというふ

うに伺っております。 

○山田俊美委員 わかりました。当初サッカー協

会でやられて、サッカー協会が網走全体のことを

考えるとそれに偏らず、いろいろな分野の選手を

呼んで子どもたちにそういった夢を与える教室を

やるということのようですね。 

これは全ての小学校を網羅しているのでしょ

うか。小学校の数、全てでしょうか。 

○岩本博隆スポーツ課長 平成26年度につきまし

ては、２校で２コマ実施をいたしました。平成27

年度につきましては、４校で全部で６コマを実施

しようと考えております。 

 私どものほうで年次計画を立てまして、継続を

していきたいというふうに考えておりますので、

対象者が入れかわるということがあるのですけれ

ども、数年後には市内の小学校全部でこの事業が

開催できるようにというふうに考えております。 

○山田俊美委員 わかりました。ぜひ全ての子ど

もたちがこういう教室で学べるようにしていただ

きたいと思っております。本授業をやってみて、

子どもたちの反応と期待度はどの程度あったかわ

かるでしょうか。 

○岩本博隆スポーツ課長 先ほど申しましたよう

に、平成26年度は２校で実施しております。講師

にも大変恵まれまして、子どもたちの反応も、講

師の実技と講話の中身に引きつけられて、大変目

を輝かせておりました。私もフルタイムずっと授

業を聞いておりましたけれども、これは大変子ど

もたちにとっていいものということと、子どもの

反応も非常に真剣に取り組んでいたということで

あります。いい期待を持てる事業だと思っており

ます。 

○山田俊美委員 わかりました。子どもたちはそ

ういうすぐれた人たちの夢を聞かせてもらって自

分も夢を持っていくと、非常に伸び盛りの子ども

たちでありますから、この授業というのはできれ

ば、ずっとずっと続けていってほしいと思うとこ

ろであります。 

 最後ですけれども、この事業の将来のイメージ

など何かあればお聞かせいただきたいのですけれ

ども。 

○岩本博隆スポーツ課長 先ほども申しましたよ

うに、小学校５年生が対象ということで、年度が

明ければ当然子どもたちも入れかわるということ

であります。なかなか全ての小学校５年生にとい

うことにもならないということで、先ほど申しま

したとおり年次計画をもって実施をして、子ども

たちからその下の学年の子どもたちに言葉でその

様子や内容なども伝わるというふうに思っており

ますので、計画をもって実施してまいりたいとい

うふうに思っております。 

○山田俊美委員 わかりました。ぜひ子どもたち

同士でそういった「夢の教室」が下の妹や弟たち

に伝わるような教育も必要だと思いますので、こ

の事業は長くやっていっていただきたいと思って

います。以上をもちまして、私の質問を終わりま

す。 

○渡部眞美委員長 ここで昼食のため休憩をいた

します。 

 再開は午後１時といたします。 

午前11時45分休憩 

午後１時00分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き再開をいた

します。 

 質疑を続行いたします。 

○平賀貴幸委員 それでは、質問をさせていただ

きます。 

 最初に、観光客にとっても、地域の住民にとっ

ても動線として大切な役割を果たす道路について
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でありますけれども、特に観光の方々が使う道路

について絞って伺いたいと思います。 

 呼人の２カ所の道路について伺わせていただき

ますけれども、呼人半島の道路は、以前から繰り

返し舗装の必要性等いろいろ議論をしてきたとこ

ろであります。ここの道路ですが、駐車場が先端

にはございまして、そこにバスがとまって観光客

の方が利用されるということも当然あるのですけ

れども、そこからバスが出ようとするときに、全

てではないのかもしれませんけれども、たまたま

何台かずっとバックで下がっていくというような

状況もありまして、こういう点でも改善が必要だ

というふうに思ったところであります。駐車場の

ほうは所管が観光だということでありますから、

そういうところは改善が必要だということをここ

では述べるにとどめておきますけれども、やはり

観光客の利用というのは一定数あるのだというの

を、地域にいて見ていると感じるところでありま

す。 

それで、あそこの場所はどうしてもほこりが

立ちやすいということで、地域のほうからも、農

作物等への影響も含めて舗装が望ましいというこ

とで、要望もたしか上がっているというふうに思

いますし、観光客にとってもやはり歩いて行く方

々もいらっしゃいます。中には車の関係なので

しょうか、ずっと砂利のところを歩いて行って、

たまたま車が通ると大変な思いをされている方も

いらっしゃるようであります。やはりここは、一

定程度整備をする必要がある道路ではないかと思

いますが、どのような検討状況か伺いたいと思い

ます。 

○立花学都市開発課長 当該道路でございますけ

れども、呼人半島の探鳥遊歩道に接続されており

ます延長が２キロメートル、幅員が４メートルか

ら５メートルの砂利道でございます。委員のお話

のとおり、地域からの要望も強くございまして、

観光客の運行が非常に多く、また車の走行時に舞

い上がる砂ぼこりが隣接する畑への影響が非常に

あるということで、防砂対策の要望を受けている

ことを認識している状況でございます。 

 そのような中で、昨年簡易舗装の事業着手をし

ようとしたところ、地域から道路からの雨水が畑

へ流入するということを非常に懸念されまして、

排水整備をあわせて行うよう再度要望を受けてい

る状況でございます。このことから、排水計画を

調査検討することと現段階ではしている状況でご

ざいます。 

○平賀貴幸委員 状況が前へ進みつつあるのだと

いう認識をさせていただきました。ぜひ引き続

き、必要な検討を続けていただきたいと思いま

す。この必要性は高いものだと、改めて申し上げ

たいと思います。 

 次に、同じく呼人ですけれども、呼人湖畔町内

会のところにリス公園ができた関係で、交通に大

きな変化が起きたということは以前申し上げたと

おりであります。そのとき質疑をさせていただい

たときには、バスの通行の仕方が何とか変わらな

いかということで質問させていただいたり、ある

いは道路がどうしても大型バスが通ることを想定

していなかったものですから傷みが激しいので、

何とかならないかという形での質問をさせていた

だきました。それについては、一定程度対処して

いただいておりまして、地域の方々も安心してい

らっしゃいます。 

一方で、今度は反対側のＮＧＫがあるほうか

らバスが入ってくるようになって、生活にはそれ

ほど影響は出なくなったのですけれども、今度は

そうすると反対側の道路がやはり傷んでくるとい

うのは、必然的に起きてくるところであります。

ここの網走市の部分は当然、網走市が修繕等をし

ていくのですが、一部大きくＬ字型というふうに

言ったらいいのでしょうか、隣の大空町の区域に

なる部分もございます。そこの部分の傷みがやは

り激しい状態があって、なかなか車の通行にも本

当に気を付けないといけないのだというような状

況があったり、不便を感じているところが住民の

方々からの声としても伺うところであります。 

 引き続きバスも来るのでしょうし、何らかの対

応をしなければならないと思います。もちろん網

走市の部分は網走市で、大空町の行政区画は大空

町でとなりますが、定住自立圏ということで連携

している地域でもあります。観光面も含めて情報

交換をしつつ、一体的な整備というのはなかなか

難しいのかもしれませんが、うまい形での整備が

できればと思うのですけれども、その辺いかがで

しょうか。 

○立花学都市開発課長 当該道路につきまして

は、呼人湖畔甲線という市道でございます。大空

町の町道と接続する女満別川に架かる鴎橋という

橋を境に、呼人漁港につながる堤防敷地を占用と
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して整備をしている市道でございます。 

 現状の走行実態であるとか利用の頻度を確認し

ながら、路面状況がどのような状態に現在置かれ

ているのかを確認した上で、修繕・補修等の必要

性について検討したいと思っております。また、

大空町との連携についてでございますけれども、

接続される町道の状況あわせて確認した上で、連

携の必要性について検討していきたいと考えてお

ります。 

○平賀貴幸委員 市で単独ではなかなか難しい部

分ですので、連携のほうを進めていただきたいと

思います。観光関連道路は、呼人に限らずさまざ

まなところにあります。適宜必要な整備等、地域

とも打ち合わせをしながら進めていただければと

思います。 

 次の質問に移ります。 

 続いて来年度、市役所本庁舎と総合体育館の耐

震診断を実施するということで、予算が計上され

実施されるところであります。伺いたいのは、実

施した後どういう考え方を持っていくのかという

ことなので、そのあたりの御説明をいただければ

と思います。 

○角田敏文建築課長 網走市公共建築物耐震診断

についてでございますが、耐震診断につきまして

は平成25年度に行われました耐震改修促進法の改

正によりまして、公共建築物につきましては

5,000平米を超える建築物について平成27年12月

までに耐震診断を実施し、報告するように義務化

されたものでございます。網走市におきまして

は、市役所本庁舎及び総合体育館が対象となりま

すことから、耐震診断を実施しようとするもので

ございます。 

耐震診断を実施した後に、その状況によりま

しては耐震改修ということになるかと思います

が、耐震改修につきましては、耐震診断の結果が

出た後で判断して、判断の結果を受けて、そこの

対応を検討してまいりたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 診断の結果ですから、どうなる

かわからない話でもありますけれども、仮に、耐

震診断の結果、補修の必要があるというふうな結

果が出た場合は、どのくらいの間のうちに対処し

なければいけないという決まりはあるのでしょう

か。 

○角田敏文建築課長 どのぐらいの状況で改修を

しなければならないかということでございます

が、基本的には極力早くということになります

が、そのことにつきましては経費のこともござい

まして、庁内で確認して調整しながら進めること

になるかと思います。期限について、法律では定

められている状況にはございません。 

○平賀貴幸委員 そうすると、財政状況と緊急性

を総合的に判断しながら、時期については決めて

いくということになるということで理解をいたし

ました。診断の結果が出てからの話になりますの

で、診断の結果を待たなければいけないのだと思

います。 

一方で公共施設にはほかにもいろいろ新しい

ものもあれば、そうでないものも含めてありま

す。今回はそこには耐震診断が義務付けられてい

ないということで理解させていただいていいのだ

と思いますが、それ以外の施設は、今後、耐震診

断は行っていくということになるのでしょうか。

それとも、それ以外は法で義務づけられていない

ので、行わないという形になるのでしょうか。 

○角田敏文建築課長 公共施設についてでありま

すが、今委員がおっしゃっていましたように、耐

震診断の義務化の対象にはなっておりませんが、

今後、大規模な公共施設につきましては、平成28

年度以降に耐震診断の実施についての検討をした

いと考えております。 

○平賀貴幸委員 平成28年以降ということで、順

次行われるのだろうというふうに思います。これ

もやってみなければまたわからないことでありま

すけれども、必要な対応を適宜進めていただい

て、市民の皆さんが安心して利用できるように、

安全対策を含めて進めていただければと思いま

す。 

 それでは、次の質問に移ります。社会教育の関

係です。 

 エコーセンターを公民館として改めて位置づけ

直しているのが、現状だと思います。そこで、位

置づけたことによる変化というのは、それほど大

きく変わることではないのかなとも思いますけれ

ども、どのような変化があったのか、また今後の

見通しはどのような形でお持ちなのか伺いたいと

思います。 

○吉村学社会教育課長 エコーセンターの公民館

条例の改正に伴うその後ということでございます

が、2011年に発生いたしました東日本大震災を契

機といたしまして、人と人とのつながりや、地域
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の絆の大切さなどが再認識されたというふうに考

えております。また被災地では、公民館が避難所

としての役割に加えまして、復興・復旧の拠点と

なるなど、重要な役割を担ってきたのかなという

ところも認識しているところでございます。 

 このような情勢の中で、オホーツク・文化交流

センターが公民館としての役割を明確にするとい

うところで、平成26年度に社会教育法としての条

例改正を行ったというところでございます。オ

ホーツク文化・交流センターにつきましては、開

館以来、公民館機能自体は有している生涯学習セ

ンターというふうに考えておりまして、平成26年

度に条例改正を行いましたことによりまして、目

に見えた変化というものは生じていないのかもし

れませんが、公民館をテーマとした社会教育フ

ォーラムなどを開催いたしまして、職員や社会教

育にかかわる多くの市民の皆様方が公民館を改め

て考える機会を設けまして、研修を行い意識の啓

発を行っているところでございます。 

 その中で、公民館は人が集い、学ぶ場所であ

り、住民相互の学習や共同学習を通して豊かで潤

いのある地域社会をつくる担い手を育てる場所で

もあると。公民館活動を通じたそういったまちづ

くりを進めていく中では、まちの若者をつなぎ、

そしていかに地域とのかかわりをつくり出すかと

いうところの青年活動についての重要性を、研修

の中で改めて認識しているところでございます。 

○平賀貴幸委員 青年活動の重要性ということ

で、そこは見解が一致するのだと感じているとこ

ろであります。 

部長はその当時いらっしゃいましたのでよく

御存じだと思いますが、以前の公民館では青年講

座があり、実に公民館らしい事業が展開されたと

いうのを、私ももう20年近く前ですね、15～16年

前になりますけれども、今も記憶にあるところで

あります。やはりああいう形に持っていくのが望

ましいのだろうという気はするのですけれども、

時代の変化ですとか、さまざまな形が変わってい

く状況がありますので、いきなりあそこに持って

いくのはこれまた難しいのだろうと思います。 

 ただ一方で、市内には青年団体がいろいろ活動

して活発にやっていただいているのですけれど

も、そこに属さない方々のほうが実は絶対数とし

ては当然多いわけで、それらの方々のよりどこ

ろ、居場所であったり、あるいはその方々が新た

な活動の出発点にするような場所というのは、

ニーズとしては多分にあるのだろうと思います。

特に居場所の重要性というのは、やはりこれまで

も質問してまいりましたが、さまざまな事件が起

きるたびに再認識をしなければいけないことだと

思います。改めてその辺の取り組みを今後どのよ

うに行われるのか、伺いたいと思います。 

○吉村学社会教育課長 網走市の青年講座といた

しましては、網走学講座というのがございます。

そちらの中で、35歳以下の若者に限定いたしまし

て、流氷まつりで雪像をつくろうというような取

り組みを２年前から始めたところでございます。 

 参加者は、先ほど委員がおっしゃったとおり、

青年団に入っている方というよりは、例えば転勤

で来られた若い世代の方だとか、そういった方が

多いというふうに認識しております。そういった

参加の方で、この２年の間に９名の方が２年続け

て同じ青年講座に参加していただいているという

いい評価もございます。この参加者の中から、さ

らにこのメンバーで何か別の活動をしたらいいの

ではないかというような意見も出てきておりま

す。 

 平成26年度には、この若者の中から公民館講座

へのボランティア参加という方もおられまして、

さらに平成27年度にこの活動グループが、自己実

現のために主体的に何か広がりを持った活動がで

きるように、網走学を初めとしたさまざまな社会

教育事業の中で検討、応援していきたいというふ

うに考えております。 

○平賀貴幸委員 さまざまな学びの機会を含め

て、ゆっくりやっていくことが大事なのだろうと

思います。ここは時間の蓄積といいますか、人間

関係の構築を含めて丁寧にやっていく必要があっ

て、行政が余り意図を持ちすぎてもいけないけれ

ども、一定の意図を持たなければならないとい

う、さじ加減が非常に難しいところだと思います

が、だからこそ大変重要な事業になってくるのだ

というふうに思っていますので、ぜひ引き続き社

会教育のほうでさまざまな調整をしながら積極的

に進めていただきたいと思います。 

 では、次の質問ですが、スキー場についてであ

ります。スキー場については、さまざまなことで

質問をしてまいりましたが、今回は備品関係に

限って質問をいたします。 

 スキー場は、当然一般客が利用されるほか、観
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光客の方もいらっしゃいますし、あるいはスキー

協会、少年団など、団体としての利用もあると思

います。当然使用している備品は、スキー場のも

のが基本だと思いますけれども、中には利用団体

が所有しているものを利用するというのも、当然

団体の利用ではあるのだと思います。 

 また、市民スキー大会なども実施されておりま

して、先日私も会場をちょうど暖かい日でしたの

で、見せていただいたのですけれども、スキー協

会や少年団に所属している方以外の一般の方も参

加していてなかなか盛り上がっていて、いい事業

だなと思っていたところであります。そういった

実施状況についてまず確認をしたいと思います

が、備品を含めてどのような形での取り組みがこ

れまでなされてきたのか伺えればと思います。 

○岩本博隆スポーツ課長 スキー場の備品であり

ますけれども、スキー場が出来て30年以上経って

おりまして、従来から協会と、今は指定管理を通

してということになりますが、常に意見を聞いて

必要なものをそろえるということになっておりま

す。 

○平賀貴幸委員 市民プールも整備されましたの

で、恐らくスキー場からも、スキー協会からもい

ろいろな要望があって、できるものはそれに対応

されてきたのだと思いますが、中には備品として

足りないものもあるのだというふうに伺っている

ところであります。例えば市民スキー大会の時に

は、当然大回転というのですか、スラロームしな

がら降りてくるときにポールを使ったりするわけ

ですけれども、そのポールが市の備品だけでは若

干足りなくて、少年団のほうでみんなでお金を出

し合って購入して、それを使ってなどということ

もあるのだという話を耳にしたところでありま

す。恐らく直接相談があれば、そういったものに

は適宜対応されるのだろうと思いますが、基本的

な市としての見解を改めてお示しいただければと

思います。 

○岩本博隆スポーツ課長 競技用ポールにつきま

しては、協会所有のもの、少年団所有のものとい

うことで、大会を開催しているというふうに把握

をしております。ポールが足りないということで

協会関係者から今までそのような要望がございま

せんでしたが、今後、スキー協会関係者と協議を

行いまして、不足の解消に努めてまいりたいと

思っております。 

○平賀貴幸委員 適宜協議をしていただいて、対

応できるものできないものは当然ありますので、

可能な範囲で対応していただきたいと思います。

早稲田大学のスキー部に、今度４年生になる網走

出身の方で大活躍されている方もいらっしゃいま

すし、スキーの競技の発展というのもやはり網走

の未来にとっては大事だと思いますので、引き続

き取り組んでいただきたいと思います。 

 次に、学校教育の関係に移ります。 

 各種教育環境の整備についてということで何点

か伺っていきますが、最初に伺いたいのは、職員

の勤労意欲と労働環境との関係についてでありま

す。 

 通常の職場ですと、働き始めてしばらく経って

から何年か経ったほうが勤労意欲は高まってくる

というのが一般社会では言われているところで、

データ調査をしてもそれは明らかになっていま

す。一方で学校の職場というのは、当初から大変

勤労意欲の高い方々が集まっている一つの特異な

集団だというふうな言われ方もしますけれども、

それが勤務年数が経てば経つほど下がってくると

いう傾向が残念ながらあると。その原因は、やは

り職場の環境にあるのだということが、さまざま

な調査の結果明らかになっているというふうに思

います。まず、この辺についての認識と、対応を

どのようにされているのか伺いたいと思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 先生方の労働環境に

ついてでございますが、現在労働時間の軽減など

を目指しまして、改善について公務用パソコンの

導入ですとかデータの共有システムの構築、また

評価業務の電子化などにより、先生方の業務の軽

減を図っているところでございます。また、ノー

残業デー、勤務縮減習慣などによる勤務時間の縮

減の取り組みなどにより、改善に向けた取り組み

を推進しているところであります。 

○平賀貴幸委員 今年度だと思いますけれども、

道教委のほうでストレスの実態調査も行われたと

いうふうに伺っておりますが、その調査の結果が

もしわかればということと、それを受けての対策

を何かとられているのかということも伺いたいと

思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 ただいまお話のあり

ました道教委のストレスの実態調査につきまして

は、現在数値のほうを手元に持っていないところ

でありますが、こちらにつきましては、早急に私
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のほうで確認をしてまいりたいと考えておりま

す。 

○平賀貴幸委員 昨年、メンタルヘルスのチェッ

ク体制の強化を求めたところ、答弁の中でストレ

スの実態調査を実施する方向であるという報道も

あったので、その動向を見ながら実施方法につい

て研究したいという答弁だったものですから聞き

ましたが、まだこれからということだと思いま

す。それについては早いうちに資料を入手され

る、もしかしたら来ているのかもしれませんけれ

ども、それに基づいた具体的な対策に着手してい

ただきたいと思います。 

いずれにせよ職員の方のストレスをどう軽減

するのかということが、とても大事な状況に残念

ながらなっているのだというふうに思います。そ

れは今、答弁の中にありましたように、勤務時間

が長くなってしまっているというところだとか、

さまざまな問題がやはりあるからなのだろうと思

います。その中で私が思うのは、行政としての関

与の多さというのも実はあるのだということを、

やはり申し上げなければならないだろうと思いま

す。 

 私は福祉事業所を運営しておりますので、同じ

く福祉部門下の行政の関与というのがあるわけで

あります。そこの行政の関与の量と比較をした

り、あるいはほかにも行政の事業を担っている事

業者がどの程度行政から関与を受けているのかと

いうことを調査させていただいたものと、学校現

場とを比較したときに、公立の学校現場に対する

行政の関与というのは大変多いということがわか

ります。関与が多いのが即悪いとかそういうこと

ではないのですけれども、さまざまな調査関係が

非常に多すぎたり、具体的な教育の内容、本来学

校の現場で子どもたちや保護者の方々あるいは先

生たちを含めて考えてつくり上げなければならな

いような部分にまで関与が多いというところが、

一つの原因になっているのではないかというふう

に思っているのですけれども、その辺、教育委員

会としてはどのように受けとめていらっしゃるで

しょうか。決して教育委員会が悪いと言っている

のではないので、誤解なきようにお願いします。 

○伊井俊明学校教育部次長 北海道教育委員会に

よります調査や通知等が出ているのは事実でござ

いまして、これらにつきましては、教頭を中心に

管理職が対応しているところでございます。また

先生方には、子どもたちの確かな学力の定着、学

力向上の取り組み、児童・生徒一人一人へのきめ

細かい指導、また特別支援教育の充実など、先生

方がやるべきことがふえているのも事実でござい

ます。 

そういったことからも、今後国による教職員

の加配ですとか、網走市の特別支援員、学校司書

の配置などにより、改善に向けて努力してまいり

たいと考えているところであります。 

○平賀貴幸委員 市の教育委員会としてさまざま

な努力をされていることは、私も理解をしている

ところであります。学校の現場とぜひ協力しなが

らやっていただきたいと思いますが、率直に申し

上げて去年も指摘させていただきましたが、道教

委からの関与が少し強過ぎるのだというところな

のだと思います。ぜひ市教委については、必要な

ものはしっかりやっていただかなければならない

と同時に、道教委に対する防波堤の役割も市教委

が果たすしかないと私は思っておりますので、さ

まざまな困難も伴うと思いますが、ぜひ現場と子

どもたちをまず優先するという視点で当たってい

ただきたいと思います。 

 次の質問も学校環境の関係ですけれども、もう

少し現場の中身に移っていまいります。 

 学校は当然、少子高齢化になっておりますので

児童・生徒数が減少しているのですけれども、と

ころが、中にはそうでない学校も網走市内にもあ

り、教室が手狭になっているところもあるという

認識を私は持っておりますけれども、その辺の状

況は教育委員会としてはどのようにお持ちでしょ

うか。 

○伊井俊明学校教育部次長 子どもたちの教育環

境についてでございますが、一部の学校で教室に

生徒がいっぱい入っているという状況で、学校訪

問などで見て狭い状況であるというところにつき

ましては、認識しているところであります。 

○平賀貴幸委員 どこの学校かということを申し

上げるまでもなく認識されていますので、そのま

ま進めますが、問題はその後どうするかだと思い

ます。その状況が複数年続くようであれば、やは

り何らかの改善をしなければいけないのでしょう

し、単年度で終わるなら別の対処がやはり必要だ

と。そういった状況をそのままにしておくわけに

はいかないというのが現実なのかなと思うのです

けれども、その辺に対してはどのようにお考えで
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しょうか。 

○伊井俊明学校教育部次長 それらにつきまして

は、今後学校からの要望というのを確認しつつ取

り組んで確認してまいりたいと思っているところ

でございますが、何分現状としまして、構造的に

教室を広くするということは困難であると考えて

いるところであります。 

○平賀貴幸委員 可能であれば、予算を最低限で

行うのであれば、クラスを２つに分けて加配をす

るということしか基本的にはないのだろうと思っ

ています。それをするには、道の予算がつくかど

うかということがまず第一になるのですけれど

も、子どもたちを優先するならば、状況によって

は市の予算を含めた対応が必要になる場面もある

と思います。そこも検討事項に入れていただきた

いということで、それに対して答弁を求めても、

できますとかできませんというのは恐らく答えら

れないと思いますので、答弁は求めませんけれど

も、その状況が続くということであれば、具体的

な対策をやはり行うというのが、子どもたちを最

優先する教育の本来のあり方だと思いますので、

ぜひ必要な対処をまずは強く道教委に求める、そ

して現実的な対応が何かできないかということ

を、あわせて検討していただきたいと思います。 

 もう一つ、やはりここは北海道ですので、冬の

寒さの対策というのも極めて教育を受ける環境に

は重要であります。教室あるいは廊下、体育館。

これまでも、具体的な学校名も上げながら寒さ対

策についてはいろいろ議論をしてきましたが、一

部対策されたところはあるのですけれども、それ

でもなお、まだ要望が上がっているのだと思いま

す。具体的にどのような内容が学校から上がって

きているのか、まずは伺いたいと思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 学校からの要望でご

ざいますが、各学校では学校評価というものを実

施しておりまして、その中で職員の声として学校

独自にまとめたものが、教育委員会のほうに上

がってきているところでございます。現在、各学

校の状況については、こちらで把握を進めている

ところであります。 

○平賀貴幸委員 集約がまだこれからだというこ

とだと思います。具体的な議論というよりは、比

較的新しいと思っていたところでも廊下がとても

寒いという要望が上がっていたり、やはり広いか

らということもありますが、体育館だったり、中

には教室だったり。教室が上がってくるところは

本当に建物が古くなってきているという課題があ

るからだと思いますけれども、寒さで教育に支障

が出たりしてはいけませんし、これは子どもたち

もそうです。教職員を含めて、インフルエンザ等

を含めて、体調を崩すということが寒さのせいで

あっては本末転倒だと思います。早急な検討をし

ながら予算も関連してくることですので、できる

だけ早い時期の対処をする必要があると思います

けれども、見解をいただきたいと思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 子どもたちが普段学

校で生活をします教室、また体を動かす体育館な

どにつきましては、文部科学省の定めます学校環

境衛生マニュアルによりまして、適正温度は10℃

から30℃と設定されているところであります。た

だ教室につきましては、10℃では寒いですのでも

う少し室温を上げておりますが、この温度内で各

学校とも維持できているものと把握しているとこ

ろでございます。また、暖房器具の老朽化等につ

きましては、適宜対応しているというところでご

ざいます。 

○平賀貴幸委員 実際には10℃に達していないと

ころがあるから、やはり要望が出てくるのだと思

います。廊下ですら手がかじかむ、あるいは体育

館は凍ってしまう、そのぐらい寒いのだというこ

とがやはり状況によっては出てくるようでありま

すから、その辺改めて詳細を聞き取りながらやっ

ていただきたいと思います。特に教室ももちろん

そうですけれども、移動のための廊下や体育館の

寒さというのがやはりよく聞かれることですの

で、その辺の詳細な調査をしながら必要な事業を

進めていただければと思います。 

 もう一点環境の整備ですけれども、先生方のこ

とに戻らせていただきますが、教職員住宅の環境

整備というのも当然必要になると思います。でき

るだけ網走に住んでいただくという視点を考えた

ときにも、やはり一定の整備は必要であります。

新しいところもあれば古いところもあり、またお

住まいになっているところもあればほとんどそう

でないところもあります。その辺の現状、古過ぎ

て住んでいないのか、何らかの理由があって住ん

でいないのかさまざまありますが、どのような状

況なのかまず伺いたいと思います。 

○鈴木直人管理課長 職員住宅の入居の状況でご

ざいますが、まず職員住宅には、直営の直接管理
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している住宅が今86戸ございます。それから、借

り上げ住宅が52戸ございます。それぞれの入居の

状況、入居率でございますが、直営住宅につきま

しては59.3％、借り上げ住宅については84.6％と

いう状況で、合計しますと68.8％の状況でござい

ます。 

 確かに委員おっしゃいましたとおり、市外地か

ら通勤する職員もここ数年はふえてきておりまし

て、職員の意識の変化というのもありますし、ア

パートがふえたということもございますし、さま

ざまな要因があろうかと思いますけれども、なる

べく教職員住宅を利用していただくように、入居

の勧奨をしているところでございます。 

○平賀貴幸委員 入居率を含めて答弁いただきま

したので、詳しい状況がわかりました。決して高

い状況ではないのだと思います。これはやはり行

政財産を有効に活用するという観点、それから教

育に携わる方々にできればその地域に住んでいた

だいて、その地域の方との接点をふやしていただ

く必要がやはりあるのだという観点、そういった

観点からいって決して望ましい状況ではないのだ

と思います。 

 さまざまな勧奨をされているのだというふうに

思いますけれども、やはり老朽化を含めて住まい

の条件面というのがここには影響があるのだろう

なと。もちろん、意識の変化ですとか、配偶者の

方の都合だとかさまざまなものもあってやむを得

ないこともあると思いますけれども、もう少し対

策が必要ではないかと思いますが、今後の見通し

について伺いたいと思います。 

○鈴木直人管理課長 教員住宅のまず整備につい

てでございますが、今後新たに整備をするという

ことは、現段階では考えるところではございませ

んけれども、今ある住宅をいかに長く使うかとい

うことも一つの大きな部分でございまして、修繕

についての要望調査を毎年実施しているところで

ございます。また突発的な修繕につきましても、

予算の範囲内で対応してきているという状況でご

ざいますので、今後ともそのような状況を続ける

ことと、なおかつ入居の勧奨のほうを積極的に

行っていきたいというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 対症療法として現状はそういう

形になるということは、理解をするところであり

ます。どこまで修繕ができるかということもあり

ますが、状況によっては建てかえは難しくても一

定程度リニューアル的な改修をしなくてはならな

いような住宅も、私はあるのではないかなという

ふうに見ています。やはり古いものは相当古く

なってきていて、なかなかそこに住むというふう

にならないようなところもあると思いますので、

そこについては予算の使い方の面もあるのかもし

れません。場合によっては１部屋ずつそれを行っ

ていくということも中にはあるのかもしれませ

ん。そこはどういう実態があるのかわからないわ

けですけれども、引き続き限られた予算の中です

けれども対処していっていただきたいと思います

し、必要であれば多少でも予算の増額を求めるな

どの取り組みをぜひしていただきたいと思います

し、財政のほうもぜひそこも含めて検討していた

だきたいと思います。 

 次の質問に移ります。先ほども学校の図書館司

書についての質問がありましたが、重複しない部

分について伺いたいと思います。 

 学校に司書がいるようになってから明らかに読

書量は増加をしておりますし、子どもたちの活動

の場としての図書館の機能も非常に高くなったと

いうふうに思っているところで、高く評価すると

ころであります。 

長年求め続けてきて、まずはモデルケースか

ら実施され今日に至るわけですが、この事業が実

現されたということは本当にいいことですし、全

道的に見ても、恵庭市のような特別に進んでいる

ところを除いて、網走市も先進地というふうに言

われるようになったというところで、意義のある

ことだというふうに思います。やはりこういった

取り組みをしていくことがこれからも重要不可欠

でありまして、引き続きここは事業の強化にあ

たっていただきたいと改めて思うところでありま

す。 

 一方で、その成果でありますが、恐らく教職員

の皆さんの中には、図書の連絡会などありますか

ら、そこで共有されているのだと思いますけれど

も、どのような形で各学校の取り組み状況や実施

の成果を共有されているのか、それをどのように

生かしているのかまずは伺いたいと思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 市内の全ての学校で

所属をしております網走市学校図書館協議会とい

う会がございまして、網走市で配置をしておりま

す学校司書、学校図書館司書教諭、また学校図書

館の担当者が集まりまして、学校司書の配置によ
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る成果ですとか未配置校におけます課題、その課

題の解決に向けた取り組みなどを、研修を通じて

情報交流を行っていると確認をしているところで

ございます。 

○平賀貴幸委員 共有されている状況があるとい

うことで、理解をさせていただきました。 

 やはり学力の向上という点を考えても、あるい

は子どもたちがみずから学ぼうとする意欲を育て

たり、人とのかかわりを含めて人生を豊かにする

ためにも、本というのは大切な友なのだというふ

うに思います。ここをしっかりと取り組んでいく

ことが、さまざまな課題の解決に私はつながるも

のだというふうに思っておりますが、子どもたち

が本を読む冊数をどう上げていくかを図書館司書

の皆さんとどう取り組んでいく考え方があるの

か、改めて伺いたいと思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 １日あたりの読書時

間が少ないということにつきましては、昨年実施

しました平成26年度全国学力・学習状況調査に

よっても明らかになったところでございます。保

護者に対しての取り組みが中心になるかとは思い

ますが、学校だよりですとかＰＴＡの研修会、ま

た学力向上フォーラムというものを通じまして、

ぜひ網走市で配置をしております学校司書によ

り、読書活動また家読の推進が図られるよう考え

てまいりたいと思っているところでございます。

また、市立図書館の新たな事業となります読書

ノートの活用も含めて、網走市立図書館との連携

も進めてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

○平賀貴幸委員 ぜひ進めていただきたいと思い

ます。というのは、やはり学力の向上の肝はこの

読書だと思うからであります。 

 学力テストの結果が、形式はさておき地域に公

開されるようになってから、どうしても地域の方

々はそれを見ますので、学力の向上といえば学力

テストの結果だというふうにどうしても思ってし

まう傾向が強いと思います。しかし、実際のとこ

ろは、子どもたちが自分で学んでいこうとする力

をどう育てていくかでありまして、確かな学力と

いうふうに言われております。そこを育てるに

は、読書こそが本当は学力テストの結果がどうこ

うよりも大事なのだということをぜひ広げていた

だきたいということで、私は質問させていただい

ております。どうしてもそこの部分が弱くなって

しまっている、これは目にするものがそうでない

からということでありますので、ぜひ読書の大切

さは強く訴えていただきたいです。 

学校に司書の皆さんがいるようになってから

明らかに読書数がふえたなど、さまざまな変化が

起こっている。先ほど各学校での共有はされてい

るということでありましたが、ぜひこの成果は地

域やＰＴＡの皆さんとも共有すべきと思いますけ

れども、その観点ではどのような取り組みをされ

るお考えでしょうか。 

○伊井俊明学校教育部次長 委員のおっしゃいま

すとおり、家庭との連携という部分が大変重要か

と思います。学校では現在、家読というものを進

めております。こういった部分を推進するために

も、ぜひ来年度から新たに配置される図書司書も

含めて、読書活動の推進、また先ほども御説明し

ましたが、ＰＴＡの研修会ですとか学力向上フ

ォーラムというところで、ぜひ活用してまいりた

いと考えているところでございます。 

○平賀貴幸委員 ぜひ積極的にここは広げていた

だきたいと思います。ここをしっかりやっていく

ことが、やはり教育にとっては大事であります。

教育は、やはり探求心を育てたり好奇心を育てた

りするものが大事でありまして、その気持ちがあ

るからこそ、自然と自分の知らないことや理解し

たいことを学ぼうという姿勢に変わって学力が高

まるのだというふうに思いますので、ぜひ読書の

大切さを教えていただいて、本の虫と言われるよ

うな子どもたちがたくさんふえることを望んで質

問を終わります。 

○渡部眞美委員長 次。 

○飯田敏勝委員 それでは、３項目にわたって質

問します。 

 １項目めは、少人数学級の推進についてです。 

代表質問でもお聞きしました。国の改善が必要だ

という基本的な答弁をいただきましたが、確かに

国が推進の基本であることは間違いありません。

国の現状を見ながら、どうして地方にしっかりと

根づかせるかという観点で質問したいと思いま

す。 

 小人数学級は、保護者や教育関係者や国民の長

年にわたる教育要求であります。ところが、安倍

政権のもとで35人学級への移行が止まりました。

そのために、子どもたちのために一刻も早い推進

をという声は全国的に広まっています。私たちは
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繰り返し小人数学級を求めていましたが、初めて

安倍首相はことし２月23日の衆議院の予算委員会

で、さらなる35人学級の実現に向けて努力してい

きたいと答弁しました。ここ数年の35人学級の推

進の動きからして、私は重要な変化の答弁だと思

いますけれども、まずその認識を伺いたいと思い

ます。 

○伊井俊明学校教育部次長 ２月23日の衆院予算

委員会におけます安倍首相の答弁ですが、35人以

下学級の推進については教員一人一人がきめ細か

く対応していく、より質の高い教育が実現できる

よう引き続き必要な検討を進めていく考えでおり

ますという答弁をしておりましてが、これについ

ては、今後35人以下学級の推進に向けた答弁であ

ると受けとめております。 

○飯田敏勝委員 今の答弁のとおり、35人以下へ

の推進ということで注目すべき変化だと私は思い

ますけれども、ここ数年35人学級の推進の動きと

いえば、順調に進むべきものがストップしてしま

うという経緯があります。 

 35人学級は、2011年３月の国会で全会一致で、

いわゆる義務教育標準法の改正によって法律に盛

り込まれました。小学１年を35人学級にすること

として、附則で小学２年以降も順次改定を検討実

施するものと、この法律は定めたものです。その

翌年の2012年度の教育予算では、小学２年を35人

学級にするだけの予算もつきました。ところが、

安倍政権になりまして、政府と財務省によって

2013年度、2014年度も35人学級への動きがとめら

れました。そればかりか、2015年度の予算編成で

は小学１年生も40人に戻せだとか、教育費をもっ

と減らせという議論が政府内で起きまして、文部

科学省も35人学級推進の概算要求を見送るという

異常事態が起きました。 

 こうした状況の中での、今次長が答弁した今回

の安倍首相の答弁内容で、これは実現に向けての

第一歩だと私は思いますけれども、今までの経緯

を含めてこれで間違いないか伺いたいと思いま

す。 

○伊井俊明学校教育部次長 35人以下学級の推進

についてでございますが、2011年義務教育標準改

正法によりまして、小学校１年生において35人学

級にするとしまして、附則においては順次改定す

ること、またそのほか措置を講じること、そして

政府が財源の確保に努めることが記されておりま

す。しかし、委員おっしゃいますとおり、平成27

年度予算編成におきましては、文部科学省初め教

育関係者の意を反する１年生を40人学級に戻すと

いう動きもあったところではございますが、平成

27年度については、今年度同様の学級編制になっ

ていると認識しているところでございます。 

○飯田敏勝委員 今御答弁のとおり、平成27年度

はそのままで、その次からできるかどうかという

ことです。 

 一つは、私は小人数学級は国民の切実な教育要

求であると言いました。と同時に、世界の流れで

もあると思うのです。今学校の状況はどういうこ

とかというと、学校ではさまざまな手厚いケアが

必要な子どもたちがふえて、学級崩壊や立ち歩き

だとかさまざまなトラブルの増加などがありまし

て、教育困難が広がっていると。中教審でも、40

人という規模で学校経営は大変だという認識もな

されています。少人数になれば、単純にいっても

勉強を丁寧に見ることができて、子どもの発言や

発表の機会がふえるというようなこともありま

す。世界的な流れでは、欧米では１学級30人以下

は当たり前で、韓国でも35人編成を目標にしてい

ます。 

 こうした状況から各団体、日本ＰＴＡ全国協議

会とか全国レベルの校長会、教頭会、教育委員会

の協議会など、さまざまな教職員組合もいわゆる

少人数学級を求めています。全国知事会は、中長

期的な定数改善の計画の早期策定も求めていま

す。こうした要求は、私は子どもの変化に対応し

た教職員の定数化を進めて、教職員の超多忙化や

非正規の解消を進めることにもなるのではないか

と思います。 

 このような意味で、小人数学級の取り組みは、

教育関係者の一致した取り組みではないかと思う

のですけれども、当市の認識と取り組みも含めて

伺いたいと思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 少人数学級は、子ど

もたち一人一人にきめ細かな指導、そしてより思

考が深まる学習指導の充実によって学習の意欲の

向上にも効果があること、また教員と子どもそし

て家庭がより緊密な関係を構築できるということ

で、大変期待されておりますことから、現在は県

や市町村、各地域独自の取り組みとして行ってい

るというところを承知しているところでございま

す。 
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○飯田敏勝委員 地方から少人数学級推進の大き

な波を起こすということも含めて私は言いたいの

ですけれども、ここ10数年日本各地で子どものこ

とを考えたら、国が動く前に自分たちでやろう

と、待っていられないということで、自治体独自

の小人数学級が広がりました。 

網走市も本年度の予算で学習支援員というよ

うなことがありますけれども、学力テスト絡みで

算数・数学に対して、少人数指導や習熟度学習の

ための配置であります。このことにより、児童・

生徒一人一人の学習状況をきめ細かく把握して指

導する基礎と基本、それから応用力の向上などが

あります。しかし、この措置はあくまでも学力テ

スト対象の学年というのですか、そのような関係

も含めての効果と限定されると思います。 

今こそ子どもの可能性を伸ばして、時間をか

けて基礎と基本を学習して習得していく教育環境

の整備への試行を、積極的に進める努力をすべき

だと思うのです。地方から政府に対して小人数学

級を決断する、もっと声を上げると同時に、網走

市自体も小人数学級へのさまざまな取り組みの対

策も今の制度の中であると思うのですけれども、

その辺はいかがですか。 

○伊井俊明学校教育部次長 子どもたちの確かな

学力の定着、そして応用力・活用力の向上を狙い

としまして、学習支援員を配置することとしたと

ころでございます。こうした取り組みによりまし

て、結果として全国学力・学習状況調査に成果と

してあらわれることを一つの目標として考えてい

るところであります。 

 国に対しましては、これまでも全国都市教育長

協議会、北海道都市教育長会を通じまして、全学

年において小人数学級が推進されますよう、強く

要望を進めているところでございます。 

○飯田敏勝委員 網走市がどうするということも

聞いたのですけれども、質問が初め国が基本と改

善と、教育長の答弁でもあったのですけれども、

私はもっと大きな声を上げていくというのは、大

抵こういうような少人数学級、35人以下30人以下

となりますと、財源的にかかるということがあり

ます。 

 ただ、2011年の国会で全会一致で行うというの

は、教育の目標に対しての、議員としての教育と

いうことに対して、お金をかけるということに対

してしっかりした認識があったからこそ全会一致

であったのと、財源的にもできるのではないかと

いうことがあったと思うのです。 

私ども共産党が試算したものでは、国庫負担

としてはわずかなものなのです。仮に2016年度か

ら小学校２年生だけやっただけで16億円、2017年

度から小学２年から小学３年で22億円、2018年度

からずっと34億円、45億円、87億円、139億円と

ありますけれど、生徒数の変化もあるのですけれ

ども、だんだんそのあとは下がっていくと。 

 こう見ますと、完成年度で要するに56億円とな

るのですが、いわゆる国の予算から見れば、財源

的には何百億円だとか1,000億円以上かかるもの

ではないわけです。私はもっと声を地方から上げ

ていくと、市長会などでももっと声を上げてい

く、声の大きさを大きくしていくということも一

つ必要だと思うのです。 

 それと同時に、先ほど言ったように、子どもの

ことを考えたら国が動くまで待っていられない

と。これは国も動くのですけれども、そうなると

学習支援員の予算の措置もあるのですけれど、先

ほど平賀議員の発言にもあったのですが、加配制

度、加配定数なのですけれども、これらを利用し

たりしながら、独自の小人数学級の可能性も私は

あると思うのですけれども、その辺の見通し等も

含めていかがですか。 

○伊井俊明学校教育部次長 加配制度についてで

ございますが、現在、道教委のほうで支出をして

おります加配制度を網走市としても申請をし、各

学校のほうに加配が入っている状況でございま

す。これについては、引き続き学校の事情などを

考慮しながら各学校が加配を申請していく。また

網走市で配置をします学習支援員につきまして

も、今後検証しつつ、配置の数などについても検

証してまいりたいと考えているところでございま

す。 

○飯田敏勝委員 今次長の答弁で、市の教育委員

会独自でもやりたいという意欲も感じられます

し、そういう方向で進むことも私は一つの道かな

とも思います。 

 この法律に基づく加配制度そのものも、財務省

は大幅削減を主張しているのです。だからこそ、

35人以下学級を推進すると首相が言った今こそ、

国に対して加配定数の削減はとんでもないという

声も含めて声を上げていって、それと同時に、網

走市もしっかりとした方向を持って小人数学級に
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向かって進んでいくという姿勢を持ってもらいた

いと思います。少人数学級については、これで終

わりたいと思います。 

○渡部眞美委員長 飯田委員の質疑の途中であり

ますが、ここで暫時休憩をいたします。 

午後２時00分休憩 

午後２時10分再開 

○立崎聡一副委員長 委員長を交代いたします。 

 休憩前に引き続き再開をいたします。 

 飯田委員の質疑を続行いたします。 

○飯田敏勝委員 ２項目めは、市営スケートリン

クの舗装化についてです。 

 これも代表質問でお聞きしたのですけれども、

いわゆる開設期間が短いので利用者減が続きまし

て、市民をはじめ少年団などの競技者など、正規

なリンクでの滑走練習や大会ができない状況も生

じまして、体育授業にも影響がでていると。シー

ズンが１カ月から１カ月半というのは、冬季ス

ポーツとしては非常に短過ぎる感じもします。芝

生の上という造成上の困難さを抱えていますが、

設置場所は今のところ現在地しかないというのが

代表質問での答弁でした。以上のことから、根本

的に適地としての条件を備えることが今求められ

ていると思います。 

現在、明確には夏場と冬場のすみ分けをして

いますが、当初は違いました。昭和51年、今から

39年前です。網走市で東北海道スケート大会を開

催するために、今の陸上競技場のところに旧陸上

競技場があったのですけれども、そこからスケー

トリンクを移設しました。その後、冬場はスケー

トの専門リンクとして、夏場は野球やソフトボー

ル等の練習やある種の大会などで使用された後、

ラグビー合宿の誘致が始まりまして、土のラグ

ビー場として造成されまして、法政大学が合宿・

練習をしていました。その後、呼人にトレーニン

グフィールドが造成されまして、ラグビー合宿は

トレーニングフィールドで合宿・練習をして現在

に至っています。大曲のグラウンドは、その後ソ

フトボールや野球練習等など多目的に使われてい

ましたが、全面芝生化しまして、パークゴルフ場

として夏場の使用となっています。 

 以上、過去の経緯から見ますと、スケートリン

ク主体の場所ならそれを優先というか、リンク造

成に適正な場所として整備すべきということもで

きます。これは、舗装化は別にしてです。しか

し、パークゴルフも途中から造成して利用してい

るとはいえ、大曲地区や近隣の愛好者が利用しま

して、その方々の健康・体力維持に貢献してきた

ことや、芝生の上にリンクを造成してすみわけし

ているというのも事実です。 

 それであるならば、まず第１にパークゴルフの

利用関係者と率直にリンク優先の経緯を話して、

代替コースなどが可能なのか、他にどのような方

法があるかについて協議すべきと思いますがいか

がですか。 

○岩本博隆スポーツ課長 大曲公園をスケートリ

ンク優先にという御質問でありますが、おっ

しゃったとおり、夏の時期にこの場所は、大勢の

パークゴルフ愛好者に使っていただいておりま

す。また、気象条件によってはスケートリンクの

造成が遅くなり、使用期間が短くなっていること

も把握しております。リンク優先の造成につきま

しては、今後スケート関係者、パークゴルフ愛好

者の意見を聞く必要があると思います。 

○飯田敏勝委員 芝生化にしていいというのは、

多分その当時、芝生の上に敷物を敷いて可能と

か、陸上競技場の芝生の上で凍らせて大丈夫だと

いうような実験などをされた結果だと思いますけ

れども、結果的には、実際作ってみますと、それ

らの実験に対しての実際の大きさだとか気象状況

とかが毎年違いますので、それで現状のように

なったと思います。 

 パークゴルフの関係者だとか、スケートの協会

と話し合っていくことになりますけれど、まずそ

の場合、先に質問した舗装化ですが、なぜ舗装化

するかというと、普通は今そういうようなリンク

を目指すならパイピングが主流ですけれども、こ

れはお金が相当かかります。リンクの造成費用、

維持費、ランニングコストなどを考えると、早く

できるということであれば舗装もしているところ

もあるということです。 

 私はそういうことから、今の課長の答弁ととも

に、どうやったらリンクが早期に造成できるかと

いう方法や、舗装化についてを一緒に協議すべき

だと思うのですけれども、その辺のもっと詳しい

中身をお聞きしたいと思います。 

○岩本博隆スポーツ課長 舗装化についてであり

ますけれども、２年ほど前に舗装化を行った市に

伺いました。400メートルのスピードスケートリ

ンク舗装化に、9,000万円ほどかかるということ



－ 161 － 

です。凍結による舗装の変形を防ぐために、土壌

を130ｃｍ掘って土壌整備を行ったと。その結

果、舗装の波打ちですとか、舗装には白いペイン

トをしておくわけですが、そのひび割れなどとい

うことで、２年目で150万円ほど塗装代がかった

というふうに伺っております。結構金額も多額で

あり、問題点もあるということで認識をしており

ます。 

○飯田敏勝委員 そのリンクに私もことし行って

きましたけれど、確かにそういう現象が起きてい

てなかなか大変だと。ただ、そこの場所は網走よ

りも内陸にありますから寒くて、網走と気候条件

がかなり違うというような状況があるのです。 

私は舗装化がなぜベターかというと、代表質

問の時にも言いましたが、特に夏場もローラース

ケートだとかスケートボードとかさまざまな利用

ができることもあります。また、深さも１メート

ル30センチでなくてもできる場合の方法だとか、

それから仮に今やろうとしている網走マラソンの

スタート地が刑務所ならば、大曲園地を駐車場に

も転用できるなど、さまざまな可能性も含めた検

討にもなるということも頭の隅に置いてほしいと

思うのです。 

そういうことも含めて協議されると思うので

すけれども、やはり今言ったように、同じ協議を

するにしても、スケートリンクの造成には現在の

ところ芝生をつくるのが非常に大変だという認識

では一致していると思うのです。その場合、ス

ケートの舗装化の問題というのはかなり時間がか

かると。しかし、リンクができるのは遅いし、終

わるのも早いということであれば、競技場のス

ケートリンクにする400メートルの滑走する面だ

けを、芝生をとって土にしてやること。そうなれ

ば、どうしてもパークゴルフができないのではな

いかということですけれども、その面をとって外

周とアイスホッケーリンクのほうの裏の堤防淵の

河川敷というか、そういう樹木帯があります。そ

ういうところにパークゴルフ場を移せないのか

と。いわゆる樹林帯を含めたそういうようなこと

も頭に置いての話し合いをしていったほうがよい

と思うのですけれどもその辺はいかがですか。 

○岩本博隆スポーツ課長 先ほども申しました

が、パークゴルフ愛好者の利用も多い現状にあり

ます。 

 御提案いただいたリンクの形状に芝をはがして

ということでありますが、夏時期にどうしてもそ

こに雑草などが生えてきてしまって、シーズン前

にそれをまた全部はがさなければいけないという

ようなこともでてくるかと思います。課題も多い

ことから、今後の研究課題とさせていただきたい

と思います。 

○飯田敏勝委員 研究課題というか、私もパーク

ゴルフの関係者に聞いてみました。大曲のパーク

ゴルフ場はどうですかと言うと、平たんなコース

ですけれども全面芝生化だと。ただ、冬の直前に

は、積雪等風によって飛ばされて市内のパークゴ

ルフ場が閉鎖してからも、いっとき使えるパーク

ゴルフ場としてはいいと。ただスケートリンクの

話をしますと、スケートリンクはあそこしか今の

ところ大きさからいってないのですよと言うと、

パークゴルフ場はほかにもかなりあるということ

から、その辺も含めてパークゴルフの理解を得や

すいのではないかと、いわゆるパークゴルフ場が

そこしかないということであれば別ですけれど

も、スケートリンクがそこしかできないと。芝生

によってなかなか大変だということであれば、そ

う難しい問題でもないのではないかと。今言った

芝生をはぎ取る面についてのやり方も、さまざま

な方法ができますので、その辺は研究課題ではな

く早急に協議する課題としてぜひとも最重要の課

題として挙げていただいて、両方の団体なり関係

者と話し合ってもらうことを要望して、次の質問

に移りたいと思います。 

 三つ目は、桂ヶ丘公園のトイレの改修と、博物

館トイレの改修についてです。 

 一昨年、平成25年度の第２回定例会で、桂ヶ丘

公園の博物館下の公衆トイレの改善を求めまし

た。そのときに公園施設長寿命化計画を策定しま

して、このトイレについては、現時点での改修計

画は明らかにできないが、現在のトイレの老朽化

の度合い、安全性の向上などバリアフリー対策の

観点から、改修の必要性はかなり高いし、安全上

の緊急度も高いと。他公園施設等の改修計画との

総合判断だが、公園施設長寿命化計画の結果を踏

まえて改善に検討したいという答弁でした。 

 この質問の次に、博物館のトイレ整備について

質問しました。いわゆる公共施設の男女共用の問

題について改善を求めましたが、非常に文化財的

な価値の高い建物であって、これは重要文化財の

指定に向けての建物の価値を国に報告する建物と
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いうことです。いわゆる重要文化財の指定を申請

している建物です。それで現在の建物の中にある

トイレの改善は非常に難しいが、公衆トイレの改

修のときに博物館のすぐ側に建築しまして、公衆

トイレが博物館と共用の形で使えるようにすると

かバリアフリーだとか男女共用の問題、快適性も

確保できるという面からして、博物館を使用でき

る公衆トイレの建設を考えていきたいということ

だったのです。 

 この両方の答弁から、現在どのようになってい

るのか、まずお聞きしたいと思います。 

○立花学都市開発課長 桂ヶ丘公園の博物館のト

イレとしても利用しているトイレの、公園施設長

寿命化修繕計画策定事業に関連しての御質問かと

思いますけれども、当事業におきましては、平成

25年から取り組んでいる事業でございます。公園

利用者の安全の確保やライフサイクルコストの縮

減の観点から、予防・保全的な維持管理による取

り組みを推進するために、当長寿命化計画を策定

しているという状況でございます。 

当該、桂ヶ丘公園のトイレに当たりましても

都市公園の位置づけになっておりまして、施設の

長寿命化の施設計画を立てる施設としての位置づ

けになっているところでございます。 

 平成25年におきましては全体で65カ所、534の

施設がございますが、平成25年度におきましては

65カ所、343施設の計画を策定している状況でご

ざいます。当時、平成25年にその施設についての

長寿命化を図る上で、全国的に公園の遊具施設の

安全性について、老朽化が進んでいて事故が多発

しているという実態もあったものですから、全体

的に平成25年の実施につきましては、各公園の遊

具施設を優先的に調査、長寿命化策定をしている

現状でございました。 

 当施設のトイレでございますけれども、平成27

年に残りの33カ所、191施設を現在計画している

ところでございますので、その中で計画を現在進

めていこうということで考えております。この計

画の策定にあたっては、各公園施設の現地調査を

実施いたしまして、公園施設の老朽化の度合いや

健全度・危険度の判定と同時に、安全性や機能向

上の必要性について検討した上で、施設保全計画

や修繕計画を策定する運びということで考えてお

ります。 

 現時点での博物館トイレの設置につきまして

は、現地調査による老朽化や安全性の緊急度を勘

案しながら事業化の可否を含めて検討していきた

いというふうに考えております。 

○飯田敏勝委員 御答弁はそうだと思うのですけ

れども、当然平成25年の第２回定例会でやってい

ます。今は平成27年度の第１回定例会ですけれど

も、そういう話はもう終わって、要するにそれは

公園の長寿命化という計画の中ですけれども、今

私が質問しているのは、あわせて博物館トイレの

改修を一緒にやるという連携であります。そうい

うような話し合いをして、それで博物館側も仮に

いいとかということもいろいろあるのですが、き

ちんと話はなされているのですか。 

○立花学都市開発課長 先ほどもお話したよう

に、平成25年度当時の維持管理については、博物

館のトイレについても必要性については、話とし

ては原課のほうに博物館側のほうともお話はござ

いました。しかし、全体の施設を平成25年にでき

なかったということもございまして、非常に大変

申しわけないのですけれども、現時点では調査を

実施していないという状況になっております。 

○飯田敏勝委員 平成25年度で答弁したときに

は、すぐ策定するということでしたが、今はして

いないということで現実的に、スケジュール的に

はどういうことを考えておられますか。 

○立花学都市開発課長 現時点の段階の計画とし

て考えていることといたしましては、平成27年度

に桂ヶ丘公園のトイレ、博物館の併用しているト

イレについて長寿命化計画策定事業として、まず

は点検を実施いたします。その上で、他の公園施

設等もございますので、全体の施設を勘案しなが

ら総合的に考えたいという、現段階ではそのよう

な状況で考えています。 

○飯田敏勝委員 公園の長寿命化の計画が遅れた

と。ただ連動していたという認識は、私はしっか

りと持ってほしいと思うのです。実際に今の公園

の公衆トイレはまだ使っていますから、用は足せ

ています。ただ、質問したときには、いわゆる公

衆トイレとしては改善しなくてはならないという

認識をしっかり持っていました。しかし現在もト

イレは使われています。博物館のトイレはいわゆ

る歴史的建造物で、男女共用大小兼ね備えている

のだけれども男女共用だと。男女共用だから改善

しなさいと。しかし、歴史的建造物なので改善で

きないということだから、外につくると。外につ
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くるときに、下にある公衆トイレと一緒になって

公園の公衆トイレと博物館の男女共用でない、い

わゆる男女別のトイレの役割を果たすということ

だったのです。そこの認識をもっとしっかり持っ

てもらいたいのですけれどもいかがですか。 

○立花学都市開発課長 現在の桂ヶ丘公園のトイ

レ、博物館のトイレとして利用しているトイレの

位置付けですけれども、都市公園の中での公園の

トイレという位置づけの中で、私たちの中では公

園施設の長寿命化計画を策定する事業を現在進め

ている段階にあります。 

 この公園長寿命化修繕計画の策定の根本的にあ

るものについては、修繕をすることによって長寿

命化が図れる施設かどうか。そういう観点の中

で、施設の安全性であるとか老朽化等について考

えた上で、その施設のあり方、今後の進め方とい

う議論になってくるものですから、博物館の利用

の頻度が大きくて、利用のために公園施設の長寿

命化を図るという形のところとは、なかなかリン

クが現段階ではしていないという状況です。です

けれども、今委員のおっしゃるとおり、実態につ

いては博物館の利用者の方も公園の利用者の方も

使われている公園施設ですので、もし改善が必要

だという判定が出た場合には、優先的に更新ある

いは改修をする必要があるというふうには考えて

おります。 

○飯田敏勝委員 そうしますと、現実的にことし

策定して、いつごろできるというお考えをお持ち

ですか。 

○立花学都市開発課長 現段階では、平成27年度

中に、全施設の公園長寿命化計画を策定する予定

となっております。その時点で何年度に改修が必

要かという議論になるものですから、現段階で

は、何年度に改修するということについては発言

はできないという状況です。 

○飯田敏勝委員 言っていることはわかるので

す。長寿命化計画ですから、先ほどの絞り込んだ

343施設。ただ、さきの答弁では、トイレの老朽

化の度合い、安全性、バリアフリーだとか、改修

の必要性はかなり高いし、安全上の緊急度も高い

ということなのです。そうであるならば、あれか

ら１年、２年、３年、ことし策定して、来年、再

来年となると４年、５年となります。安全性の緊

急度も高いものが５年もほったらかしというの

も、問題だと思います。 

博物館のトイレというものは、現在使われて

はいます。ただ、大小の便器を兼ね備えながら男

女共用しているところに、歴史的建造物を拝観す

る施設としてマッチしないし、観光客を迎える施

設としてもそこは配慮も足りないと思います。そ

ういう面から早期にかなり緊急度も高いから早く

やるのだなと思いましたけれど、今からいうと、

策定して平成28年、平成29年となると５年ぐらい

経ってしまうというような現状があります。公園

にトイレはあります。また博物館にもトイレはあ

るのだけれども、先ほど言った観光地なり重要文

化財の指定を申請している施設からすると、そこ

はちょっと言葉は悪いですが、お粗末だなという

気がします。そういう面で、課長に言ってもなか

なか経過も知らないですし大変だと思いますけれ

ども、その辺の認識も含めて両方の施設をつくる

と、公園と博物館の共用したトイレという意味合

いで文化的な価値を守るトイレということで、そ

の辺私はしっかりとした答弁を最後にいただきた

いと思いますが、副市長いかがですか。 

○大澤慶逸副市長 博物館のトイレとそれから公

園のトイレという形で御質問があって、いろいろ

御議論いただいているところでありますけれど

も、今お話ありましたとおり、博物館は重要文化

財の指定ということでの動きをとっております

し、そういった中で、あのトイレを利便者のため

に改修に向けてというのは、いろいろ考えなけれ

ばならないというふうに考えております。 

 一方で来館者の利便性という観点から、あのま

まのトイレでいいのかということもありますの

で、それは別枠で公園の整備に向かうのだろうな

というふうに思いますけれども、そこのところは

今課長から答弁していますように、長寿命化の計

画を策定中であります。平成25年度から公園の遊

具等を中心に策定をしていたということもありま

して、平成27年度でトイレのほうを取りかかると

いうことになっていますので、まずはその計画の

中で、全体の中で優先度を決めていかなければな

らないと思いますけれども、今のお話の中でいけ

ば、桂ヶ丘のトイレについては優先度は高いのか

なという認識でございます。 

○飯田敏勝委員 課長の答弁も重いですけれど

も、副市長の答弁もより重いと思います。終わり

ます。 

○立崎聡一副委員長 次。 



－ 164 － 

○栗田政男委員 それでは、簡潔に質問をさせて

いただきます。 

 まずは、生活道路の整備事業であります。 

 予算計上されていることを大変うれしく思って

いますし、この中に歩道等の整備がされるという

ことであります。以前から気になってお願いもし

ていた経緯はありますけれども、南ヶ丘高校と第

一中学校の間の主に大変な通学の多い地域であり

ます。その部分の歩道については、凍結等の不陸

により自転車も通れないような、非常に危険な状

況にあるということで早急な対応をお願いしたい

ということをお願いしていましたけれども、こと

しは多分、予算がついているということで、その

部分も解決されるだろうということを期待してお

ります。 

 質問ですが、それとは別に、郊外地域の通学路

等、農業等の道路の整備ということがあります。

これも各区会のほうからもいろいろな陳情があり

ながら、まだ舗装工事その他については多額の費

用がかかるということで、長らく皆さんにお持ち

いただいている状況があると思います。そういう

意味からも、できる限り早い時期に施行されるこ

とが望ましいということも考えられるわけです。

そういうわけで、ことしの事業についての場所

と、どの程度の規模のものがあるのかを教えてい

ただきたいと思います。 

○立花学都市開発課長 郊外地道路整備について

の御質問かと思いますけれども、平成27年度にお

きまして、浦士別地区、嘉多山地区、並びに栄町

地区での整備を予定しているところでございま

す。 

○栗田政男委員 いろいろな場面で、私も委員会

等でお願いをしています。昨今の農業用機械の大

型化、コンバイン等、大変な大きい機械が使用す

る道路であります。またその道路を通学のために

スクールバスが通るということで、安全性もきち

んと担保しなくてはいけないという大変重要な道

路であると思います。全てが舗装になるのが理想

ではありますけれども、使用頻度、その他も鑑み

ながら整備をしていただければというふうに思い

ます。これについてはその辺でやめますけれど

も、予算が少ないような気がしますので、今後い

ろいろな場面でもし余力が出たのであれば、なる

べくその地域、北南東と各地にわたって要望があ

ると思いますので、その部分は少しずつでも、気

持ちの問題もあると思うのです。地域の人たち

に、少しずつやっていただけるという安心感が。

取りかかっていただければ、完成までは普通は行

くわけですから、そういう意味からすると、メリ

ハリをしっかり考えながら進めていただければと

思います。 

 続きまして、ＬＥＤ事業であります。 

 これは、土木管理課のほうなのですが、この課

は除雪の苦情など非常に大変な思いをして、日の

当たらない部分であります。今回、メイン事業で

明るい話題。ＬＥＤですから、非常にいい話題で

すし、ぜひともこの事業はしっかりとした形で本

年やっていただければと思っています。 

 この議場の後ろのほうは、ＬＥＤの蛍光灯化さ

れています。ちょっと高級なものですから、見た

感じはＬＥＤに見えないのですが、蛍光剤を使っ

てのＬＥＤだと思います。このＬＥＤは皆さんも

御存じのように、青色ＬＥＤの発明によって商品

化されたものであります。ノーベル賞云々という

こともありますけれども、近い将来、照明器具の

ほとんどがこれになるだろうと。パナソニックで

は、照明器具の白熱灯・蛍光灯は生産を中止する

そうです。全てをＬＥＤ化していくということ

で、間違いなく先に進んでいくということであり

ます。自動車業界も含めて、いろいろなものが光

というものはＬＥＤによって進んでいくというこ

とで、ある面で革命なのかもしれません。 

 そういうことを踏まえながら何点か御質問をし

たいのですが、まずこれはリース事業というふう

に捉えているそうですが、私が説明のときに聞き

逃していたら申しわけないのですが、一般的に

リースですからお借りするのですけれども、５年

なら５年、リースを組んだ後の維持管理も含めて

その費用の発生というのはどういう状況でしょう

か。 

○高橋勉土木管理課長 防犯灯のＬＥＤ化の事業

につきましての御質問でございますが、委員御指

摘のとおり、平成27年度は国、環境省の補助金を

活用しながら網走市の所有、町内会所有合わせま

して約2,190基の防犯灯、全てのＬＥＤ化を行う

予定であります。 

 事業実施に当たりましては、事業自体は単年度

で実施しまして、その費用については電気メー

カーとの10年リースで行う予定となっておりま

す。このリース期間中におきます所有につきまし
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ては、10年間は電気メーカーの所有ということに

なりますので、当然その間の維持管理については

全て電機メーカーで行うこととなりまして、10年

間のリース期間中に発生する部分は、当該防犯灯

の電気料のみと考えております。 

○栗田政男委員 10年間はいいのですね。それは

リースですから。その後一般的にそういう形であ

れば、10年後に再リースするなり、10年後の維持

管理もその時期に取り換えるということはないと

思いますが、新しいものをつけるので10年以上は

もつと思いますが、その後の処理といいますか、

費用発生等はどういうことになるのですか。 

○高橋勉土木管理課長 リース期間終了後、10年

後以降の維持管理の部分ということの御質問でご

ざいますが、現在、こちらの部分については、町

内会で３月１日にまちづくり推進住民会議、全体

会議の中で御説明させていただきまして、町内会

で所有する防犯灯の実数の把握などの協力につい

て確認したところです。その席上でも、10年後ど

うなるのだというようなお話もあったように聞い

ておりますが、現在のところは説明書の中にも記

載させていただきましたが、10年後以降は未定で

ありますという書き方をさせていただいておりま

す。委員御指摘のとおり再リースの可能性につい

ても今後検討していきたいと思っておりますし、

ＬＥＤの寿命という部分は一般的には約15年とい

う部分で聞いておりますので、そういったことを

考慮しまして今後の部分については検討していき

たいと考えております。 

○栗田政男委員 10年後のことについてはその時

点ということで、寿命があるのを私は忘れていま

した。15年ぐらいで球だけ取り替えるのかそれは

別にしても、そのときの段階で新しいものに取り

替えることもリースで可能だということだと思い

ます。それはそれとして大変いいことだというふ

うに思っています。 

 今課長の答弁の中にありましたけれども、町内

会所有のものと市独自に所有しているものと、防

犯灯については混在しています。せっかくですか

らこの事業は、全てを変えるということですか

ら、当然その設置に当たって、いろいろな不具合

というか重複している部分もあったり、独自に

やっていた結果無駄なものがあったり、また足り

ない部分があったりということが町内会独自に出

てくると思うのです。そういうことを含めながら

しっかりと調査をして、今までどちらかというと

はっきりしなかった部分があるのですけれども、

しっかり今後どこにどれがついているということ

も把握できるような体制をとっていただきたいと

いうことをお願いしたいのですが、その辺につい

てはどうでしょうか。 

○高橋勉土木管理課長 町内会設置の実態の把握

をしっかりして欲しいというようなお話でござい

ますが、先ほど合わせまして2,190個ほどという

ことで、うち市で所有しているのが1,600個ぐら

い、それから町内会が600個ぐらいという部分の

押さえ方をしていますが、市で設置しているもの

については、全て実態把握はしていると認識して

いるのですが、何分、町内会で設置されたものに

ついては一定程度押さえていますが、全て市のほ

うで把握しているかといったらそうではないとい

う実態であります。 

それで平成27年度、単年度事業でやるという

ことで調査をしまして、それから工事にかかると

いうことになります。今のところ予定なのです

が、４月に入りまして早々に、町内会に対して市

のほうから町内会所有の防犯灯を地図に落として

もらうような作業をお願いします。その際、市の

防犯灯と混雑しないように、あらかじめ例えばＡ

町内会に対してはその町内会に設置している市の

防犯灯を地図に落としたものをあらかじめ配って

いただいて、そのほかに町内会で設置している防

犯灯があれば記入していただくような形をまず前

段に取ります。その後、電気メーカーの公募をし

まして、そこのメーカーによる再調査を実施し

て、防犯灯の部分の拾い漏れがないような対策を

とっていきたいと考えております。 

○栗田政男委員 わかりました。そういう調査を

する、専門家が当然調査に入るということですか

ら、夜間の調査もしなくてはいけないと思いま

す。大変な作業でしょうけれども、それは多少コ

ストがかかってもしっかりと夜の状況を把握しな

いと、日中どこに立っているのかを見ただけでは

意味がないわけでして、そういう意味から整理し

ながらきちんと無駄のないように配置をしていく

という方法もあわせて事業として取り組んでほし

いのと、今課長の答弁の中にありましたように、

古い町内会と新しい町内会、新興住宅地と古い住

宅地によって、町内会の負担している防犯灯と市

の比率というのは網走ではばらばらなのです。そ
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れもどこかである一定の時期に、きちんと整理を

して公平さを担保しないとだめな時期に来ている

と思いますので、こういう事業を通して一つ調査

をするわけですから、その中で検討しながらいい

方向に進めていってほしいと思います。 

 今もう既に何基もついていますけれども、ＬＥ

Ｄの性質上ちょっと光の幅が蛍光灯よりは狭い、

水銀灯というかナトリウム灯といいますか、ああ

いうものよりは広がりが少ない傾向があります。

ということは、同じ場所に同じようにつけた場合

について、暗い部分ができています。現実にそう

いうところがいっぱいあります。それは性質上

しょうがないのですけれども、高さを変えるとか

いろいろな方法を駆使して、場合によっては増設

も必要なのかもしれませんが、せっかく新しくし

ても暗いところができて危ない状況になっては、

防犯のためには何にもならないということなの

で、その辺も注視しながらしっかりと取り組んで

ほしいと思います。 

 これでちょっと気になるのが、たぶん大手メー

カーとリース契約をされるのですが、やはり電気

工事としては非常に当市にとって大きな事業であ

りますから、できるならば私は各種地元の電気関

連の企業の皆さんがこの工事に携われるような環

境があればいいなというふうに思うのですけれど

も、その辺の発注の仕方等についてはどのように

お考えでしょうか。 

○高橋勉土木管理課長 調査・工事に当たっての

地元業者のかかわりという部分の御質問だと思い

ますが、先ほど電機メーカーから10年リースする

と言いましたが、電気メーカーのほうでも、やは

り調査等では地元の力を当然借りなければならな

いというようなお話もお聞きしているところで

す。当然のことながら実際の工事については、建

設部の部分で、当然、地元企業が入札等に参加し

てくるということは十分に考えられる部分だと考

えております。 

○栗田政男委員 いい事業ですし、メンテナンス

も含めて、遠いところの業者がやってしまった場

合については、非常にいろいろな災害等で事故が

あって切れたとか停電その他もいろいろあると思

います。そういう部分から、できるならば地元の

業者がしっかりと維持・補修のほうも請け負って

やっていただくというのが一番いいのかなと思い

ますので、ぜひともその辺を考慮しながらしっか

りと取り組んでいただければと思います。 

 もう一点、地域パークゴルフ場の管理運営事業

ですが、予算計上されております。これは地域に

とって非常に活性化したパークゴルフ人口がふえ

ています。何万人という人たちがパークゴルフを

通して健康管理その他のことをやっているという

事で、大切な事業だと思います。管理運営は、地

域のそれぞれのボランティアにお任せしている状

況です。種子などはずっと毎年いるものではない

のですけれども、主に芝刈り機ですが、いろいろ

な機材など管理する機械等の更新がそろそろ必要

なのではと思います。その辺についての見解を、

まずお聞かせください。 

○高橋勉土木管理課長 地域パークゴルフ場は市

内に８カ所ございますが、この地域パークゴルフ

場の関係は、日常の芝生管理に必要な芝刈り機の

貸与ですとか、肥料等の提供をこれまで行ってき

ております。 

 パークゴルフ場自体も整備後10年以上経過した

ものも多いということでございますが、メンテナ

ンスの機械、芝刈り機等については、専門事業者

によりますと、適正な管理を行うことによってま

だまだ十分利用可能であるというようなお話もい

ただいています。平成26年から芝刈り機の点検業

務、あるいは故障部品の交換等の予算を計上しな

がら、今後についてはこういった機械の延命を

図っていきたいと考えております。 

○栗田政男委員 これも、毎年のように私のほう

からお願いをしていることであります。たしか昨

年、区会の管理を担当されている方々が集まって

会議を開いたというふうに聞いています。いろい

ろな情報交換をしながら進めていっていただきた

い事業でありますし、芝生その他の更新作業とい

うことを言われました。それはそんなに費用のか

かるものではないので、エアレーションをした

り、根切りをしたり、サッチングをしたりという

作業は、それほど多大な費用がかかることはない

ので、計画的に一つずつでも進めていただければ

と思います。 

この事業は地域の人たちにしっかりと自分た

ちのお金を出し合いながら管理をしていただいて

おります。非常に北海道では盛んなパークゴルフ

ですけれども、いい形で発展をしてきました。今

後もどんどん高齢化の中ではパークゴルフ、私は

ゴルフの商売をしていますけれども、ゴルフは減
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りますがパークゴルフはふえます。非常に、これ

は大切な事業だと思います。先ほども大曲のパー

クゴルフ場の話がいろいろと出ていましたが、地

域の人たちにとってはやはり必要な施設なのかな

と私は個人的に考えていますので、ぜひとも地域

の人たちの要望にできる限りきちんと対応してい

ただきたいのと、機械も寿命が必ずありますか

ら、更新を計画的に行い、８カ所あるのであれば

８年計画で１台ずつ入れるような配慮も必要なの

ではないか思いますので、その辺も考えて進めて

いただければと思います。これについては、ここ

で終わります。 

○立崎聡一副委員長 栗田委員の質疑の途中であ

りますが、ここで暫時休憩をいたします。 

午後３時00分休憩 

午後３時10分再開 

○立崎聡一副委員長 休憩前に引き続き再開いた

します。 

 栗田委員の質疑を続行いたします。 

○栗田政男委員 それでは、質疑を続行いたしま

す。 

 教育所管のピカソ絵画特別企画展のことについ

て、お伺いをしたいと思います。 

 まずこれは、網走信金との共同企画ということ

ですけれども、この概要について簡単に説明をお

願いします。 

○古道谷朝生美術館長 こちらのピカソ版画展に

ついてなのですけれども、網走信用金庫の90周年

の記念事業の一つとして、網走市と共同で開催さ

れます。会期は一応、２月から３月の予定でござ

います。 

○栗田政男委員 来年の２月から３月ということ

だと思うのですけれども、以前にもこのような民

間とのコラボレーションをした、このような事業

というのはあったのでしょうか。 

○古道谷朝生美術館長 平成８年の70周年記念時

に、新宿安田火災の東郷青児美術館より40点の作

品を借用し、東郷青児展を開催した経緯がござい

ます。 

○栗田政男委員 70周年、90周年ということで

す。周年事業を民間とタイアップしてやるという

ことは、非常に価値のあることだと思います。特

に、今回は、岩内のピカソの絵画がこちらに来る

ということです。知らない人は多分いない世界の

著名な画家であり、私も実は本物を見たことがご

ざいません。こういうものが来るとなると、ぜひ

とも見たいなと、わくわくする気持ちでいっぱい

であります。そういう意味からも、この事業を

しっかりと成功させていただきたいですし、多分

大変な反響も出てくるのかなという気がします。 

 それだけ高価な世界に名だたるものですから、

セキュリティーというものが心配になるのです

が、運ぶのはそれぞれ専門の業者が岩内から運ん

でくることになると思うのですけれども、当市に

おいて今の美術館の体制で、セキュリティーにつ

いて万全な体制というのはとれる状況なのでしょ

うか。 

○古道谷朝生美術館長 開館時は、展示室のほう

にできるだけ監視員をつけるようにいたします。

閉館時ですけれども、夜間は北海道総合警備保障

による機械警備となります。 

○栗田政男委員 通常でも警備はされているので

はないかと思うのですけれども、特別こういう絵

画の特殊なものに関しては、盗品であっても非常

に高額のオークションをされるという種類のもの

であります。当市だから安全だということは今の

時代ですから絶対言えないわけで、当市であって

もどこでやってもセキュリティーに万全を期さな

いと、本当に大変な事態も起こるのかと思いま

す。保険は当然かかっていますが、お金で解決で

きるという問題でも私はないような気がするの

で、時間はありますので、予算付けは別にして

も、この部分について、もう少しきちんとしたセ

キュリティーの体制をしなくてはいけないような

気がするのですけれどもどうでしょうか。 

○古道谷朝生美術館長 現在のセキュリティーの

関係は４つの展示室を監視モニターで監視をして

おります。通常、巡視は１時間に１回、２時間に

１回程度ですけれども、今回に限っては、観覧者

が来たと同時に監視員を室内に入れるように考え

ております。 

○栗田政男委員 洋物のドラマとか映画の見過ぎ

なのかもしれませんが、そういうスパイ軍団、盗

賊軍団がこぞって目をつけて、網走にそういうも

のが入るぞということで入られたときには大変な

のかなと。警察も含めてこれはこういうことなの

で、ある程度はそういう関係機関と協議をなされ

たほうがいいと思います。パトロールを強化して

もらうとか、そのようなことも含めて。本当にそ

れだけ価値のあるものが当市に来るということ
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で、最悪の事態も想定しながらきっちりと考えて

いただいて、ぜひともこのせっかくこんないいも

のが網走に来るということなので、成功させてい

ただいて、学校その他にも大々的に呼びかけをし

て「僕はピカソを見たことがあるよ」という市民

が、そういう環境になれればと思います。まし

て、これは網走信金との共同企画であります。民

間企業がしっかりと、こういうことに協力してく

れるという、協力するというか向こうが主体にな

るのかもしれませんけれども、両方でしっかりと

やって成功させていただければというふうにお願

いを申し上げて、この質問は終わります。 

 最後になります。 

 待ちに待った市民健康プールのオープン記念事

業であります。こけら落としになる事業がこの事

業であり、予算づけをされているわけですけれど

も、まずは、私が非常に大切だと考えているオー

プニングセレモニーについての概要をお知らせく

ださい。 

○岩本博隆スポーツ課長 市民健康プール・オー

プニング記念事業についてでありますが、オープ

ンにつきましては、４月29日、祝日のオープンを

予定しております。記念事業の内容であります

が、著名なスイマーを招き、メッセージをいただ

き、デモンストレーションスイムにより泳ぎを披

露していただき、式典後には、地元の小学生を対

象に水泳教室を予定しております。 

○栗田政男委員 こういう企画といいますか、今

すごくいろいろな面で少し簡素化の傾向にあると

思います。時代の流れかもしれませんけれども、

いろいろな催事事業がすごくシンプルになり過ぎ

てしまっていると思います。私は催事ごと、特に

こういうオープニングセレモニーというのは、非

常に大切なものだと思っています。確かに、儀式

で形骸化した形になるのかもしれませんが、今ま

での念願だったことの一つのけじめで、そこにい

ろいろな人たちが御苦労されて御尽力があって、

すばらしい施設がオープンするわけですから、そ

ういう意味から、けじめとしてのリセットと言い

ますか、新しいスタートを切るけじめとして、こ

ういう事業というのは本当に大切にしなくてはい

けないと思いますし、まして、これは教育所管で

行う事業であります。教育長も含めていろいろな

ことが、今セレモニーに対する認識の甘さが我々

自身もあると思うのです。そういう催事ごとをき

ちんとやるというのが日本の文化だと思っており

ますので、ぜひともきちんとした形で成功して、

しっかりとしたオープニングセレモニーをやって

ほしいというお願いでございます。 

 個人的には、田中雅美さんは北海道出身できれ

いな人なので一度見てみたいなと思ったり、北島

康介君もあれだけの金メダリストですから、すば

らしいなと個人的にはいろいろ思います。原課の

ほうでもいろいろ折衝して、多分内定はしている

と思いますが、きょうは発表できないと思うの

で、いろいろな部分で期待に沿うだけのことは当

然考えていらっしゃると思うので、本当に期待を

しています。このプールがオープンするというの

は我々網走市民にとっては本当に宝物だというふ

うに思っていますので、頑張ってやっていただき

たいと思います。これで私の質問を終わります。 

○立崎聡一副委員長 次。 

○金兵智則委員 それではまず、読書感想文コン

クールについてお伺いをしたいと思います。 

 学力の向上における読書の必要性、重要性につ

いては、これまで種々議論されてきております。

昔から学力の向上を図るといった場合、みずから

読み取り感じたものを表現することが行えるとい

うことが重要であり、そのためには読書が効果的

であると。このことは、教育委員会の皆様と認識

を共有するところであるというふうに思っており

ます。そのための方策として、来年度読書感想文

コンクールを実施するということで理解をしてお

りますけれども、まずその確認を行いたいと思い

ます。 

○伊井俊明学校教育部次長 読書感想文コンクー

ルの実施についてでございますが、委員御指摘の

とおり、当市の子どもたちの読書力の推進という

ことを目的に、読書感想文コンクールを実施する

ということで考えているところでございます。 

○金兵智則委員 認識は共有されているのかと思

います。この読書感想文ですけれども、私の子ど

ものころから夏休みの宿題ということで、この宿

題があったというふうに記憶しております。今回

のこの事業は、夏休みの宿題を利用して行うのか

なということで想像しているところでありますけ

れども、実施の要項の詳細についてお伺いしたい

というふうに思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 実施の時期と要項に

ついてでございますが、小学校１年生から中学校
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３年生までを対象に募集にて行うことで、学校に

は積極的に取り組んでもらうよう考えておりま

す。実施時期につきましては、現在は、夏休み中

に子どもたちが書きあげて、夏休み明けに提出と

いうことで考えているところでございます。 

○金兵智則委員 多分今の小学生・中学生の皆さ

んも、読書感想文というのが宿題にあるのかと思

いますけれども、夏休み明けに募集といった形で

行うということでありました。 

それで、文集というものをつくるということ

が事業内容にあったと思いますけれども、この文

集をつくった後の取り扱いについて、どのように

考えているかお伺いしたいと思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 文集についてでござ

いますが、各学校の図書館、網走市立図書館また

教育関係機関、教育関係者などに配布する予定で

考えております。 

○金兵智則委員 各学校の図書館ですとか網走市

立の図書館に置かれるということで、どなたでも

拝見できるのかなというふうに思います。 

 先ほどの実施要項にもありました、夏休み中に

書いていただいてその後出していただくというこ

とでありましたけれども、文集がつくられた後ど

なたでも見られるということであるならば、例え

ばどんな本でも構わない自由部門と、この本の読

書感想文を書いてくださいというような課題部門

を創設して評価することによって、さまざまな視

点、人によって感じ方が違うといったことや、文

集をのちのち見ることによって、感じ方は一緒

じゃなくてもいいのだというようなことも学べる

のかなというふうに考えるところでございます。

今回の読書感想文コンクールの実施について、こ

のような取り組みについてはいかがお考えか見解

を伺います。 

○伊井俊明学校教育部次長 課題図書を決めて行

うかという御質問でございましたが、北海道図書

館協会が主催をします北海道指定図書読書感想文

コンクールというものが現在行われております。

来年度、当市で実施をします読書感想文コンクー

ルは、当初、物語文など身近な本に触れてほしい

ということで考えてはおりましたが、図書を決め

るかという部分についても今後検討してまいりた

いと思っております。 

○金兵智則委員 今後の検討ということで、いろ

いろな方法があってもいいのかなというふうに考

えております。ちなみに、たくさんの方に募集を

していただきたいということで、学校にも協力を

願うということでありますけども、私自身はあま

り得意ではないので、多分こういう機会があって

も応募するかどうかというのは少し疑問ですけれ

ども、たくさんの方に応募していただくための考

えがあればお伺いしたいと思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 この部分は、各校長

先生が集まられる校長会議、教頭会議の折に、本

読書感想文コンクールの趣旨をお伝えしまして、

宿題で取り組むなど積極的に取り組んでいただく

よう、働きかけをしてまいりたいと考えていると

ころでございます。 

○金兵智則委員 学力の向上にも寄与する読書で

すけれども、読書してもらうためには、やはり本

を好きになってもらうのが一番かと思います。私

自身も子どものころは、余り活字の本が得意では

ありませんでしたけれども、いつの間にか読書を

するという機会がふえたように思います。それは

本に触れる機会がふえてきたからなのかと思いま

すけれども、本に触れる機会をふやす取り組みを

強化していくために、学校司書を増員させると

いったようなことは、先ほどからも議論がござい

ました。この辺についても大変評価したいという

ふうに思いますし、今後も継続して強化していた

だきたいとお願いをして、次の質問に移りたいと

思います。 

 次に、体力向上についてお伺いをいたします。 

 昨年もお伺いさせていただきました。そして来

年度の教育行政執行方針にも、全国体力・運動能

力・運動習慣等調査の結果から、網走市は全国と

比較したときに、体格はいいものの体力・運動能

力面において大きく全国平均を下回っており、運

動習慣、生活習慣面において課題が見られるとい

うことが明記されておりました。まず、その課題

について、どのようなものがあるのかお伺いした

いというふうに思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 全国体力・運動能

力・運動習慣等調査の結果についてでございます

が、３月３日に網走市の結果概要についてを、網

走市ホームページに掲載したところでございま

す。中身、数字のほうに若干の訂正がありまし

て、後日修正版を載せたいと思っておりますが、

現在ホームページのほうでごらんいただくことが

できます。 



－ 170 － 

 課題として捉えていることにつきましては、実

技種目のほうの全国との差が非常に大きいという

こと。中でも、20メートルシャトルラン、50メー

トル走、立ち幅跳び、反復横跳びなど、特に足を

使った種目が全国と差があるということが、今回

の結果からわかっております。 

○金兵智則委員 足を使った種目に差があるとい

うことが、今回の調査でわかったということであ

ります。私も、３月３日に公開されました結果を

見せていただきました。その中で一つお伺いした

いと思いますけれども、小学生に関しては、「運

動が好き」、「体育が楽しい」といったことに関し

て全国を上回っております。しかしながら、中学

生になると、この「運動が好き」、「体育が楽し

い」ということが、全国平均を下回ってしまうと

いうようなデータになっておりました。この原因

について、教育委員会としてはどのように捉えて

いるかお伺いしたいと思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 本調査の概要にも数

値として示しているところでございますが、体育

授業の領域ごとの状況という部分がございます。

各種目が「よくできた」、「楽しかった」という項

目になっておりますが、小学校５年生、男子女子

ともに「よくできた」また「楽しかった」と思え

る子どもたちが非常に多くなっておりますが、中

学生になりますと、「よくできた」、「楽しかっ

た」と思う子どもたちが大変少なくなっておりま

す。そういった部分では、体育の授業の中で「よ

くできた」とか「楽しかった」という思いが持て

なかった、持てないような授業のつくりだったの

かなという部分を課題として捉えているところご

ざいます。 

○金兵智則委員 中学生に関しては、授業のやり

方は楽しいと思ってもらえるようなやり方が必要

だというふうに思いますし、小学生については、

今の段階で楽しいというふうに思われているの

で、これをきっかけに伸ばす方法はあるのかなと

思っております。それで、この中で体力向上を目

指す１校１実践ということが教育行政方針にあり

ました。これの詳細についてお伺いしたいと思い

ます。 

○伊井俊明学校教育部次長 １校１実践の取り組

みでございますが、各学校が作成をします体力向

上プランというものがございます。その中で、全

ての学校に１つずつ何か特徴的な取り組みを考え

て記載していただくということになっております

が、現在上がっているものの中では、南小学校で

は縄跳びの取り組み、呼人小中学校では徒歩通学

の推奨、第三中学校ではサーキットトレーニング

などが、現在取り組みとして計画をされておりま

す。 

○金兵智則委員 この調査の件で一点お伺いした

いのですけれども、これはもちろん各学校ごとの

データというのも存在するということで、よろし

いでしょうか。 

○伊井俊明学校教育部次長 そのとおりで、学校

ごとの成績というのも学校ごとに届いております

し、教育委員会のほうにも届いているところでご

ざいます。 

○金兵智則委員 各学校１校１実践ということ

で、特徴のある取り組みをされるということでご

ざいます。 前年と比較すれば、伸び率というの

は少しずつ出てくるのかなと。その中で、各学校

の伸び率が高い学校のものを、ほかの学校にも取

り入れるといったようなこともできると思いま

す。 

先ほど徒歩通学を推奨されている学校もある

ということでございましたし、今回の調査結果の

中でも徒歩通学を奨励するということがありまし

た。先ほどの調査の中で、足を使った種目に関し

て大きな差があるということでもありましたの

で、やはり歩くというのが基本なのかと思いま

す。ただ親御さんに関しては、安心・安全の面、

それから今の小学生はたくさん習い事をしていま

すので、時間的なことで迎えに行ってそのまま次

の習い事に送っていくといったようなこともあり

ますので、車はやめてくださいと簡単には言えな

いと思いますけれども、徒歩通学の奨励というの

はぜひとも積極的に進めていただきたいというふ

うに思います。それを申しまして、次の質問に移

りたいと思います。 

 次は、給食費の値上げについてであります。 

 全国的に、新年度より給食費を値上げするとい

う動きが広がっている報道が続いております。札

幌市でも今年度、消費税増税による影響で値上げ

したのに続き、２年連続の値上げになります。こ

れは、食材などの価格高騰が続いているというた

めでありますけれども、値上げに至るまでには、

全国の各市町村でさまざまな苦労をされていたそ

うで、例えば具入りの御飯を白い御飯にしたり、



－ 171 － 

菓子パンを食パンにしたりと、もしくはデザート

のイチゴの数を３個から１個にしたりということ

で対応されていた学校もあるそうです。 

 網走としても、今年度、消費税増税分の値上げ

で対応していたというふうに思いますけれども、

給食費が足りなくなりそうだったというような話

もお伺いしていますけれども、現状についてお伺

いしたいと思います。 

○鈴木直人管理課長 給食費の値上げの関係でご

ざいますが、平成26年４月に消費税が５％から８

％になったところ、物価上昇から給食費の値上げ

を行ったところでございます。小学校につきまし

ては230円から245円に、中学校につきましては

270円から295円に値上げをしたところでございま

す。平成27年度につきましては、給食費を据え置

くということで決定しているところでございま

す。 

○金兵智則委員 網走市に関しては、来年度給食

費の値上げは行わないということでありましたけ

れども、実状給食費の中でやりくりというような

ことがあるのかどうなのか、お伺いしたいと思い

ます。 

○鈴木直人管理課長 昨年度、平成26年４月に改

定した給食費につきましては、前回改正が平成20

年でした。６年後の改正となったところですが、

今年度については据え置きとしたところでござい

ますけれども、給食費の運営に支障がなく、現在

十分に足りているということで伺っております。 

○金兵智則委員 網走市としては、特に給食費が

足りなくなるというようなこともなく、やりくり

もなくやられているということで理解をさせてい

ただいております。その中でも、今後さらに価格

の高騰というのが続くのではないかというような

予想をされておりますけれども、大阪府にありま

す茨木市というところが、保護者に給食に関する

アンケートをとったそうであります。その結果、

多少の値上げに理解を示した上で、給食の充実を

求める結果となったそうであります。網走市とし

ましては、特にやりくりもなくその辺は充実され

ているのだろうなというふうに思いますけれど

も、今後、網走市として給食に関するアンケート

の実施に関しての見解についてお伺いしたいと思

います。 

○鈴木直人管理課長 給食に関します保護者アン

ケートの実施につきましては、現在のところ考え

てはおりません。ただ、網走市の給食の場合、セ

ンター方式と違いまして各調理場で趣向を凝らし

た給食を提供しておりまして、お父さんお母さん

方の評価も非常に高い状況にあるということを聞

いております。 

○金兵智則委員 その辺に関しては、理解させて

いただきたいと思います。 

網走市は給食の中で、食育にも力を入れて推

進しているということも理解させていただいてお

ります。加えて、網走産の食材を使った地産地消

も行っております。また、今年度の補正予算でベ

ジラブル運動というのが推進される中で、小中学

校で野菜の日を設けるといったような説明もござ

いました。 

 来年度、野菜の日を設けるといったこともあり

ましたので、来年度行われるというふうに思いま

すけれども、これらを踏まえて、さらなる地産地

消への取り組みについてお伺いをしたいと思いま

す。 

○鈴木直人管理課長 給食の地産地消の取り組み

についてでございますけれども、これまでにも網

走小麦給食、網走和牛給食、ふるさと給食など地

元の食材を給食食材として活用しているところで

ございます。 

 今後につきましても、ベジラブル運動推進の観

点からも、地元野菜ですとか小麦を使ったパンな

ど、今後とも地元産の食材を使った給食の提供に

努めてまいりたいと考えております。 

○金兵智則委員 次の質問に移ります。 

 次に、災害時の先生方の対応についてお伺いい

たします。 

 この冬は暴風雪に見舞われる日が多く、休校や

下校を早めるなど、対応に苦慮されたことという

ふうに思います。先生方も生徒・児童の下校を

行った後、御自身も帰宅されることになると思い

ますが、先生によってはさまざまな場所に住まわ

れていると思いますし、先ほどの御答弁で、最近

では市外から通われている方も多くなってきてい

るということでありました。例えばそのような通

われている先生方がいざ帰宅しようと思ったとき

に、通行止めになってしまって帰れなくなったと

いうようなことがあるかもしれませんけれども、

この冬はそういうことはあったのかなかったのか

お伺いしたいと思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 吹雪により帰れなく
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なった先生がいるかという御質問でしたが、一

度、国道がとまってなかなか帰れなかったと、夜

遅くの帰宅になってしまったという事例があった

ということで認識をしております。 

○金兵智則委員 一度、夜遅くなってはしまった

けれど、帰られたということであります。さて、

災害時に使用する災害時退勤休暇というものがあ

ると伺っておりますけれども、それはどのような

ものかという質問と、あわせてこの冬に起こった

暴風雪時にも対応されるものなのかどうかお伺い

をしたいと思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 災害時退勤休暇とい

う休暇についてでございますが、地震、水害、火

災、その他の災害または交通機関の事故等に際し

て、職員が退勤途上での身体の危険を回避するた

め勤務しないことがやむを得ないと認められる場

合に、必要と認められる期間取得ができる特別休

暇でございます。暴風雪の際におきましても、学

校長の判断により災害時退勤休暇を命じたという

学校があると認識しております。 

○金兵智則委員 ただいまの御説明では、災害時

退勤休暇に関しては、各学校の校長先生の判断に

ゆだねられているのかなというふうに感じたとこ

ろであります。今回の暴風雪時のように、判断を

校長先生にゆだねてしまっていいものなのかどう

か。ここは教育委員会として一定のルールづくり

が必要ではないかと思いますけれども、いかがお

考えでしょうか。 

○伊井俊明学校教育部次長 災害時退勤休暇につ

いてでございますが、各学校におきます臨時休校

の措置も同様でございまして、地域事情により気

象状況等が異なってくるため、市教委により一律

で行うものではなく、それぞれの学校長の判断に

よるものと認識をしているところでございます。

しかし、本休暇がどのような場合に対象となるの

かなどについては、周知徹底を図ってまいりたい

と考えております。 

○金兵智則委員 地域の違いもありますのでとい

うことでありましたので、それでも学校によって

は有給で帰って下さいというような学校もあるの

か、それともその辺の対応もあるのかというふう

に思いますので、まずその辺の認識はしっかりと

通達をしてほしいと思います。 

 最後になります。 

 ふるさとアーティストフェスティバルについて

お伺いをいたします。先ほど他の委員からも質問

がありましたので、私からは何点かだけお伺いを

したいと思います。 

 まず、日程についてですけれども、来年度は９

月29日から10月４日の６日間行われるというふう

に伺っておりますけれども、大まかな公演スケ

ジュールについてお伺いをしたいと思います。 

○吉村学社会教育課長 ふるさとアーティストフ

ェスティバルの平成27年度の日程についての御質

問ですが、今年度におきましては９月29日から10

月４日までの期間、オホーツク文化交流センター

を会場として予定しております。初日９月29日お

よび９月30日は、主に展示ゾーンで書家や美術

家、写真家などの展示を予定しております。木曜

日につきましては、市内の小中学校、高校の吹奏

楽コンサートを現在、出演のお願いをしている最

中です。金曜日、土曜日、日曜日、この３日間に

つきましては、ふるさとアーティストの皆様によ

るクラシック、ポップスなど音楽ジャンルごとに

分けられたホールコンサートなどを予定しており

ます。そのほか、ロビーコンサートといたしまし

て、市民団体などに働きかけをお願いしていると

ころで、詳細についてはまだ未決定の部分という

ことで、御承知おき願います。 

○金兵智則委員 ふるさとアーティストフェステ

ィバルというと、週末金土日に行われるホールコ

ンサート、ロビーコンサートのイメージが強いも

のですから、随分６日間と長いなというふうに

思ったのですけれども、たしか前回２年前もその

ような形で行われていたかなということで、理解

をさせていただきたいと思います。 

 アーティストに関してですけれども、先ほどの

答弁で66組の方が登録されているということで、

今後はさまざまなツールから新たなアーティスト

登録をふやしていくという御答弁がありました。

これは、次の開催に向けて、早急に対応しなけれ

ばならないと感じているところであります。とい

うのも、来年度でプレ開催を含めて３回目となり

ます。単純計算になりますけれども、１回20組前

後ということですから、約60組前後の方が出演さ

れるということで、もう大体一周してしまうとい

うこともあります。マンネリ化を防ぐということ

もあるということでしたので、こちらは努力をし

ていただきたいということを述べさせていただき

ます。また今後は、市民との交流、例えばアーテ
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ィストが市内の学校の指導にかかわるですとか、

市民の団体とのコラボを行うといったことや、例

えば期間中市内のあちこちで演奏が行われるな

ど、この事業はすばらしい事業だと思いますの

で、今後さらなる発展を目指していただきたいと

いうふうに思いますけれども、見解をお伺いした

いと思います。 

○吉村学社会教育課長 ふるさとアーティストの

出演者の件につきましては、プレ開催と１回目の

本格的な実施の際には、出演者が重複している部

分もございまして、また今回、未出演の方を中心

にということで進めておりますが、その中でも日

程等が合わなくて残念ながら出演に至らなかった

方がまだおられます。次回、２年後の開催が行わ

れた場合には、未出演の方にもまた出演していた

だくチャンスがあるのかなと思います。今回も、

前回と同じような日程でコンサート日程を進めて

おりますが、このコンサート自体が、必ずしも３

日間なり４日間なりのエコーセンターのホールで

行われるのみではないというふうに私は考えてお

ります。実は、今回も出演には至らなかったふる

さとアーティストの方の中には、別な日にちに帰

省をして、その際に出身校の後輩と交流を持ちた

いと言ってくださったアーティストの方もおられ

ます。そういったものを広く、ふるさとアーティ

ストフェスティバルの一環としてつないでいけた

らというところを考えております。 

○金兵智則委員 今年度の事業、それからさらな

る発展性、両方ともに期待して、終わりたいと思

います。 

○立崎聡一副委員長 次。 

○佐々木玲子委員 私のほうからは、教育のほう

で三点ほど伺いたいと思います。 

 まず一点目は、教職員の住宅確保対策事業なの

ですが、これは先ほど他の委員からも質問が出て

おりましたので、一点だけ伺いたいと思います。 

 教職員住宅につきましては、最近いろいろ状況

を知る機会がたまたまありまして、借り上げの教

員住宅に入っている方がどうも目立つと。直営の

教職員住宅に入っている方が少なく、空き部屋が

目立つのではないかなという感想を私は持ってお

ります。そこで最近の若い方たちとか先生方は、

例えば御夫婦で教員をされていて、お互いに通勤

しやすいところに部屋を借りたりだとか、中には

お子さんの教育環境などを考えてまち中に住みた

いとか、そういう先生たちもいたりして、なかな

か直営の教職員住宅に入らない方がふえてきてい

るのかと思います。そういうことを考えますと、

これからの教員住宅の確保対策というのは、果た

して直営の住宅がこのままでいいのかなという感

想を持ったのですけれども、その辺で何か見解を

お持ちでしたらお伺いしたいと思います。 

○鈴木直人管理課長 教員住宅の関係でございま

すが、委員からお話ありましたように、確かに直

営の住宅につきましては建築から相当年数が経っ

ております。老朽化が進んだこと、また民間ア

パートがふえていることもありまして、教職員の

住宅に対します意識の変化がある中、民間物件を

選択する教職員も多いということが伺えるところ

でございます。 

 そのような中、職員住宅のあり方をどうしてい

くかという問題でございますが、教員住宅のニー

ズをしっかりと把握する、それからそうはいいま

しても、例えば郊外にあります教員住宅ですと、

一定程度の住宅の確保が必要となります。そのよ

うなさまざまな方向から検討を重ねまして、今

後、例えば郊外地区にある老朽化した住宅につい

ては取り壊しを進めるですとか、さまざまな方法

につきまして、今後教員住宅のあり方を含めまし

て検討していかなければならない時期に来ている

というふうには考えております。 

○佐々木玲子委員 しっかりと状況を把握されて

いるのだなということで、安心をいたしました。

やはり今お話がありましたように、直営の教員住

宅は老朽化も目立ってきているというのも感じて

おりますし、これからはやはり直営で市がそうい

うものを運営・維持していくというようなことは

結構な費用もかさみます。そういう意味で民間の

アパート等をうまく活用しながら、またそういう

郊外地域に関しては特殊事情がありますから、ど

のように教員住宅を確保していくのかということ

を考えながら、これから少し単純に直営の教員住

宅を維持・補修しながら使っていくだけという方

向よりも、もう少し今現在の時代背景にあった教

員住宅の確保というものを考えていかれたらどう

かなと思います。今回の予算に関してはこれで十

分だと思っていますけれども、これからそのよう

な考え方を持ちながら、教員住宅の確保のあり方

をぜひ検討していっていただきたいと思います。 

 次に二点目ですけれども、女性センター管理運
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営事業です。 

 まず、今回の予算の内訳を伺いたいと思いま

す。 

○吉村学社会教育課長 女性センターの予算の内

訳についてでございますけれども、平成27年度、

総合計で645万円の予算立てとなっております。

うち大きなものは賃金が314万円。そのほか、消

耗品、燃料・光熱費、修繕費等の事業費が163万

7,000円。そのほか、通信・運搬費、建物の共済

保険等、役務費が18万7,000円。そして、管理人

等の委託料が138万7,000円。電話交換機の借り上

げ料が８万9,000円。そういった歳出の内訳と

なっております。 

○佐々木玲子委員 ありがとうございます。なぜ

このようなことを聞いたかといいますと、女性セ

ンターにつきましても、以前から、最近はあまり

議論はされていなかったかと思いますが、私がや

はり議員になって中間ごろには、エコーセンター

が2000年に開館されて、女性センターは、その当

時は婦人会館といっていたかと思うのですが、そ

の当時の利用者というのはまだ専業主婦の方が結

構多くて、日中も盛んに使われていたり、女性が

自分の個人的な収入がないからこそ、女性は無料

で使えるという非常に女性の活動する方たちに

とっては有利なセンターだったわけですけれど

も、最近は日中活動する方が、多分私の感触では

高齢者の方がほとんどで、若い世代の方というの

は本当にそういうところで活動する方が激減して

いるのではないかと思うのです。そういう意味

で、ここの女性センターとしての役割が今どこま

で必要なのかと、相当利用される方たちがエコー

センターに移行しているのだろうと思いまして、

これだけの費用をかけて女性センターをこのまま

維持していくことが果たして適切なのかなという

思いもありまして、今、費用の内訳を聞いてみま

した。そういう意味で、今の女性センターの利用

者の流れの推移を数年さかのぼってお伺いしたい

と思います。 

○吉村学社会教育課長 女性センターの利用者の

推移ということでございます。女性センターは昭

和53年に開館いたしまして、当時から２万5,000

人前後の利用者がありまして、それを長年維持し

てきておりました。 

 平成13年度に２万人を初めて切りまして、現在

まで毎年、前年比１割減が続いている状態で推移

しておりまして、平成25年度の利用者のデータで

いきますと、3,887人の利用者ということになっ

ております。要因として考えますところは、オ

ホーツク・文化交流センターが平成12年にオープ

ンしております。平成13年度から利用者が減って

いるというところを踏まえますと、これに地域の

コミュニティーセンター等の整備なども、この時

期に順次整備されてきたことを考えて、活動の場

が分散していったことと、専用駐車場がないこ

と、エレベーターなどもなく、エコーセンターな

どほかの施設に比べて利便性が悪いことなどか

ら、徐々に利用者が減っていったものと考えてお

ります。 

○佐々木玲子委員 今のお話を伺いますと、やは

り私が想像していたとおりかなと思います。それ

で今年度に関しては、やはりまだその推移の中で

の女性センターの管理・運営事業というのは必要

だろうと思います。 

 ただ、これからの方向性として、やはり車社会

になりまして、高齢の方とはいえ本当に活発な活

動をされる方たちは、車で来られる方がほとんど

だと思います。そういうことで、女性センターは

駐車場もありませんし、非常に階段を上がること

が大変な方がふえてきている中、エレベーターも

整備されていない。そのように考えていきます

と、これだけの費用をもう少し教育全体の中で費

用配分を変えてもっと有効に使うことも考えてい

くことも一つのこれからの方向性ではないかなと

思います。 

 できましたら、先ほど質問が出ておりました社

会教育と学校教育では、予算の配分が分かれてい

るかとは思いますけれども、この女性センターに

関しては、そろそろ役割を十分果たし終えたとい

う考えを私は持っていまして、エコーセンターで

うまく活用していただくこと、また今お話にあり

ましたように、コミュニティーセンターでいろい

ろな活動ができるようになってきています。そう

いう方たちが、例えば１年に１回の味噌作りなど

もそれぞれのコミュニティーセンターでずいぶん

活発にやられていて、そういうのが実は女性セン

ターが昔からやっていた大きな事業の一つとも聞

いておりますので、そういうことも代替の施設も

今はできてきているなと。そういう意味で、そろ

そろ役割を終えてもいいのではないかなと。これ

からの考え方として、こういう厳しい緊縮財政の
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中で、まだまだ財政改革は続いていますけれど

も、必要な費用のほうに回すというような考え方

がいいのではないかなということを申し上げまし

て、次の質問に移らせていただきます。 

 最後に市民健康プールですけれども、これに関

しては、私がいつも同じ事を言って笑われるかも

しれませんが、通年の温水プールが開館されるこ

とをずっと訴え続けてきましたし、前市長時代か

ら健康増進施設というものをやはり市民のために

つくりたいという、毎年調査費をかけながらどう

やったら実現できるのかと、随分議会でも議論し

てきたものが、やっと市民健康プールという形で

結実しました。最初考えていたような大きな健康

増進施設または推進施設というものではないかも

しれませんけれども、それに耐えうるだけのプー

ルができたということで、市民の皆さんにも本当

に会うたび会うたび皆さんに健康で長生きしてい

くために市民プールで水中歩行をしましょうと。

先日も同窓会で、私の年代は還暦なものですか

ら、60歳を契機に、80歳を目指して健康で長生き

するために市民プールをどんどん活用してくださ

いと、そんな話をさせていただくぐらい。中には

海パンを買って歩いてみるかという同級生もいる

と聞きました。 

 それで、このプールを大事にしたいがゆえに、

私が今一番懸念しているのは、どんな事業が指定

管理者によって運営されるのか、またその指定管

理者がどんな業者なのか、どういう形で指定管理

者が決定されたかをまず伺いたいと思います。 

○岩本博隆スポーツ課長 指定管理者の選考につ

いてでありますが、庁内で組織をされております

選考委員会で行います。指定管理希望者に対し、

指定管理の内容や仕様書等を事前に配布し、その

内容を熟知いただいた後、プロポーザルを行い、

各項目により委員の総合点数方式で採点を行いま

す。 

 今回の市民健康プールにつきましては、公募で

１社のみの申し込みでありました。選考項目とい

たしましては、施設設置の目的の理解、平等な利

用、利用促進サービス向上などの10項目がありま

す。点数につきましては公表できませんが、日専

連オホーツク網走が基準の点数以上に達し、選考

されたものであります。 

○佐々木玲子委員 今、点数は公表できないと

おっしゃいましたが、本来であれば公募ですか

ら、これからのまた３年ごとに指定管理者という

のは見直しというか、公募をするはずですから、

本当であれば点数も公表するべきではないかと思

いますので、検討していただきたいと思います。 

 そういうことで、残念ながらこの指定管理者に

関しては、私は最初３社ぐらいが応募しそうだと

聞いていたのですけれども、最終的には１社だっ

たということで、競争がなかったのはちょっと残

念だったなと。ただ、基準以上の点数だったため

に決定できたというのは、喜ばしいことかなとい

うふうに私は感じます。 

 そこで、この指定管理者に決定された業者が、

どういう事業内容で運営しようとしているのか、

その詳しい内容を伺いたいと思います。 

○岩本博隆スポーツ課長 指定管理者が行うソフ

ト事業でありますけれども、仕様書の中で市側が

指定をして水泳教室や健康増進事業を実施するほ

か、指定管理者が独自で行うソフト事業も予定し

ております。 

 今回、日本水泳連盟の公認指導資格を有し、指

導経験も豊富な方を指定管理者のほうで採用して

おります。この方を中心に、指導者への講習会も

予定をしております。また、ニーズに応じ、水泳

の普及などを目的とした事業を開催すると聞いて

おります。また、現在もプール職員への水泳指導

を他の市町のプールを使い行っており、プール職

員の資質向上を図り、市民へのサービスの向上を

目的に研修を行っております。 

○佐々木玲子委員 事業そのものだけでなく、

プール職員の研修会もやっているということで、

相当今までの単なる競泳プールだった、水中歩行

などもやっていましたけれども、これまでのプー

ルの運営内容から見ると格段にいいものになって

いくという期待はできるところであります。 

そこで、先ほども申し上げましたけれども、

私も皆さんに春にオープンするのでぜひ御利用く

ださいと一生懸命お話するのですが、必ずそこで

出るのが、料金の問題と行きたいけれども足の確

保がなかなか難しくなってきたということです。

最近は、一般家庭の方には夫婦共働きで日中は車

を運転できる方が家のなかにいなくなって、高齢

の方で運転できる方もいますけれども、運転でき

ない方も相当数ふえてきているということを感じ

ています。 

 そういう中で、健康増進であり、介護予防であ
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り、病気予防であり、またいろいろな体力向上の

ための、せっかくのすばらしい内容のプールがで

きても、利用者がいなければ何もならないわけ

で、そういう意味でプールに行くための足の確保

というのが非常に重要だと私は考えているのです

けれども、その辺についてはどのような方向性で

今考えていらっしゃるか伺いたいと思います。 

○岩本博隆スポーツ課長 路線バスの市民プール

への乗り入れについてでありますけれども、水泳

協会と事前に協議した項目にも同様の事項があり

ました。バス事業者へ伺ったところ、大変難しい

というお答えでありました。 

○佐々木玲子委員 確かにバス事業者の運行とい

うのが厳しいのは、過去にも実は、大分前に脳外

科に通われる方たちから、バスが脳外科まで行っ

てくれたらどんなにか便利なのだけれどもという

ことで、そういう要望があったときに、市側とし

てもバス会社と協議をしていただいて、本当に苦

労を重ねて陸運局の許可を取って脳外科にバスを

運行したことが１年間だけありました。ところ

が、そのときの利用状況は、残念ながらよくあり

ませんでした。バス会社としては、１台について

最低５人乗ってくださればペイするのだけれど

も、１人か２人しか乗ってくれないので、この路

線はやはり無理ですよということで、１年で廃止

になった経過があります。ですから、私自身もバ

ス会社に協力を求めても厳しい返事を下すという

のは、十分理解できるところです。ただ、やはり

この市民プールにおいては、足の確保がなければ

利用者は多分ふえず、私の感触では、あることに

よって２倍３倍に利用者がいるだろうなと思うく

らいです。 

過去にこの健康プールを建設するのに、私た

ちも会派でも視察に行きました。元気村という名

前で健康プールを運営している村へ行きましたと

きに、本当にきめ細かなデマンド型バスのよう

に、随時皆さんをお運びするバスを運行しなが

ら、皆さんに喜んで利用していただいているとい

うお話を伺ってきました。やはりこのバスがなけ

れば、相当数来られない方が出てくるのだろうな

というお話でした。そういう意味では、今すぐに

これが解決するとは思いませんし、どうしても

やってくださいと言っても相手のあることですか

ら厳しいとは思います。 

一つ私が思うのは、例えば患者送迎バスなど

を活用するということも一つの方法ではないのか

と。この患者送迎バスはきめ細かに対応してい

て、特に郊外地域の高齢者の方が、家族が農業・

漁業で忙しいときに病院に行くことが大変だとい

うことで始まった送迎バスですから、全部の病院

を周るような形になっていますので、プールの前

も必ず通ると思うのです。そういうものを上手に

運行で組み合わせをしながら、皆さんに使ってい

ただくということも一つ。これは健康にもつなが

ることですから、いいのではないかと。そういう

ことも含めていろいろな発信をしながら、足の確

保についてはぜひあきらめることなく努力をして

いただいて、最大限に市民プールを活用していた

だけるよう、これからも鋭意努力をしていただき

たいということを申し上げまして、私の質問を終

了いたします。 

○立崎聡一副委員長 ここで、暫時休憩をいたし

ます。 

午後４時09分休憩 

午後４時19分再開 

○立崎聡一副委員長 休憩前に引き続き再開をい

たします。 

 質疑を続行いたします。 

○古都宣裕委員 本日も種々の議論がなされてい

ますので、重複している部分は割愛させていただ

きながら、進めてまいります。 

 最初に、雪対策事業というところで、この事業

の内容を見ると昨年度より3,500万円ほどアップ

しているのですけれども、本年度の記載を見ると

ロードヒーティング管理事業として2,000万円、

ロードヒーティング整備事業として2,100万円ほ

どのアップとなっていますが、除雪事業としては

700万円ほどの減額となっているのですけれど

も、その内容をお示し願います。 

○高橋勉土木管理課長 除雪事業の内訳でござい

ますが、ロードヒーティング管理事業の部分で、

電気料金高騰に伴いまして1,890万円ほどを増額

となっております。また、通常の除雪費というこ

とで、除雪事業、除雪作業車管理事業、ロード

ヒーティングの管理事業の３つの部分で比較をし

ているところなのですが、このうち除雪作業車の

管理事業については、平成26年度と同額の予算措

置を平成27年度についてもしております。 

 肝心の除雪事業の部分でございますが、トータ

ルで、平成26年度比でマイナス760万円ほどと
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なっております。この要因としましては、平成26

年度は雪捨て場用地購入費で350万円、それと２

カ所ある雪捨て場の沈砂池設置工事の部分で836

万円について、平成26年度で終了したことに伴い

まして減額となったものでございまして、こう

いった工事等の特殊な要因を除きますと、除雪事

業費では若干の増額の予算となっているところで

ございます。 

○古都宣裕委員 今の内容で、除雪費自体は減額

となっているけれども、内容的には除雪事業とし

てふえているという話で納得しました。 

 次の質問に入ります。 

 港湾の部分ですけれども、港湾のほうにおいて

は、監査の指摘事項の中で補助金の適正な執行に

ついてということで、昨日に引き続き指摘されて

いた部分があるということで伺っているのですけ

れども、どのような形で指摘された上で、どのよ

うな指導を行っているかという部分について御質

問いたします。 

○脇本美三港湾課長 監査の指摘事項についての

御質問でございます。今回、監査の指摘事項とな

りましたのは、まず性質としては補助金というよ

りも負担金という性質のものでございます。負担

金の支払い先でございますが、網走港振興協議会

という団体でございまして、この団体の運営に要

する経費につきましては、網走市のほか、協議会

を構成する各会員からの負担金によって賄われて

いるところでございます。 

 監査で指摘をされた多くの繰越金を生じた理由

ということでございますが、御存じのとおり、昨

年、客船サン・プリンセスが12回寄港したという

ことですが、これは実は平成24年度の段階からわ

かっていたことでございまして、そこで、サン・

プリンセスの受け入れのために要する費用を、協

議会の通常の支出を抑制しながら捻出をして繰り

越しをという形で対応しようということで、協議

会の総会において御承認をいただいた上で、客船

受け入れに向かって対応していこうといったとこ

ろでございました。しかし、繰り越しという形

で、大変わかりにくかったということでございま

した。この繰り越しという形で対応したことにつ

きましては、今後同じようなことが生じた場合に

おきましては、例えば目的基金化をして用途、目

的等がわかりやすいような方法をとるなど、そう

いった目的や理由がわかりやすい方法で、適切に

対応していきたいというふうに考えております。 

○古都宣裕委員 勧告ではなく指導ということ

で、内容的にはわかるけれども会計処理上税金を

使うという意味で、もっと明瞭な形にしてくださ

いという意味での監査だと思うのですけれども、

今後ともそのように明瞭にしていただくようにお

願い申し上げます。 

 次に入ります。 

 公園緑地管理事業ということで、昨年指摘させ

ていただいたのですけれども、地域パークゴルフ

場管理事業ということで、スポトレの芝の張りか

えがあった場合に、そこの芝を転用してはいかが

でしょうかという話をさせていただきましたけれ

ども、その辺はどのようになったでしょうか。 

○高橋勉土木管理課長 地域パークゴルフ場の管

理事業の関係でございますが、平成26年度におき

まして、委員から御指摘もいただきましたとお

り、スポトレ芝生の再利用について大曲公園パー

クゴルフ場への再利用について検討いたしまし

た。 

しかし、再利用先がすでに一定程度決まって

おり、残数量についても少ないこと、また芝をは

がしてから２日ないし４日の短期間の間に新たな

箇所に芝を張る必要があることなどから、時期的

な問題等を考えまして大曲公園パークゴルフ場で

の再利用を断念いたしました。大曲のパークゴル

フ場については、その後エアレーション及び芝の

播種を行ってきたところでございます。 

○古都宣裕委員 芝の転用先が決まっていたとい

うことでしたので、少ないながらも、例えば小さ

な公園のほうに入れるだとかという形で、少しで

も無駄をなくす形でやっていただければという要

望で終わります。 

 次に、学校教育の方に入らせていただきます。 

 スクールバス運行費ということで計上されてい

るのですけれども、スクールバスは昨年度6,530

万5,000円ということで計上されているのですけ

れども、本年、同じスクールバス運行費が2,000

万円ほど膨らんでいるのですけれども、その内容

についてお伺いいたします。 

○鈴木直人管理課長 スクールバス運行費の関係

でございますが、現在、市有バス４台、民間所有

のバス４台の計８台によりまして、スクールバス

を運行しております。平成27年度から貸し切りバ

スの新料金制度が適用されることによりまして、
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運行委託料が大幅に増となったところでございま

して、これが概ね2,000万円となっているところ

でございます。 

○古都宣裕委員 国の改定で大幅増額になったと

いうことで、内容はよくわかるのですけれども、

今後この大幅な2,000万円という増額が続いて本

制度がそのままの場合、直接運行するほうがコス

ト的には安いと思うのですけれども、将来的な展

望としてはどのようにお考えなのでしょうか。 

○鈴木直人管理課長 スクールバスの将来展望に

ついてでございますが、例えば現在、民間バス４

台を全て市有バスに切りかえるとしますと、大型

バスが必要となります。そうなりますと、大型バ

スにつきましては大変高額でありまして、財政負

担も相当大きいという課題があるところでござい

ます。効率的なバスの運行を勘案しながら、かか

る経費の比較検討をしていかなければならないと

いうふうに考えております。 

平成27年度につきましては、新料金制度の適

用によります委託料が大変、大幅に増額となりま

すことから、一部路線を運行します民間の所有バ

スを市有バスに切りかえまして、かかる経費を抑

制することとしまして、市有バス１台を新規購入

することとしております。 

○古都宣裕委員 2,000万円というのも決して少

額ではない中で、これから継続して2,000万円

アップが続くのであれば、大型のバスを買うこと

も本当に検討の一つに挙がっていくのではないか

なということも指摘させていただいて、次に入り

ます。 

 次に、小学校・中学校両方なのですけれども、

学力向上対策事業ということで、内容としては学

力テストの用紙と備品の購入についてのものだと

いうふうに伺ってはいるのですけれども、近年、

学力テストの内容、順位の公表等がいろいろ話題

になって、網走も結果の公表に踏み切るところな

のですけれども、学力テストというものの認識を

伺いたいのです。学力テストというのは生徒自体

の順位等を比べるものではなくて、まして学校の

順位を比べる道具でもなく、先生がどの程度教え

られているかというところを見た上で、先生が至

らないところ、もしくは教えるのが上手な人のと

ころに逆に教わりに行って先生のレベルアップ、

ひいては全体の学力のレベルアップにつながるた

めの資料だと私は認識しているのですけれども、

どのように原課としてはお考えでしょうか。 

○伊井俊明学校教育部次長 学力テストについて

の認識でございますが、学力テストについては児

童・生徒がどこまで到達しているか、どういった

部分ができないのか、どういった部分ができるの

かということを把握するために実施しているとこ

ろでございます。 

○古都宣裕委員 児童ができる箇所、できない箇

所を把握しているというのも十分わかるのです

が、把握できない理由を考えると、なぜ同じとこ

ろ、同じ教科書を進んだ上で理解できなかったの

かというと、私は正直申しまして教師の力量に大

きく関係すると思いますし、その力量を上げるた

めに行われているのが学力テストだと思うのです

けれども、その辺の認識は違うのでしょうか。 

○伊井俊明学校教育部次長 委員御指摘のとお

り、学力向上には教員個々の授業力・指導力の向

上が不可欠であります。そのためにも、各学校に

おきましては、公開研究会を開催すること、また

各種研修授業へ積極的に参加をすることなどを勧

めてまいりたいと思っております。また、個々の

指導力だけに頼ることなく、学校が組織として、

またチームとして児童・生徒の指導にあたる学校

力の向上ということについても不可欠であると考

えておりまして、個々の指導力の向上とあわせて

学校力の向上についても推進してまいりたいと考

えているところでございます。 

○古都宣裕委員 学力のテストの部分でいえば、

都心部が高いというのは塾等のアクセスとか、塾

がいろいろなところにあったりなどという部分

で、理解が進んで正答率が上がっているという部

分もあるとは思うのです。ただ、今おっしゃって

いた研修などに関係して言いますと、いろいろな

ところからお話を伺うと、ベテランと呼ばれる何

年もやっている人よりも、若い人たちが中心と

なっていろいろな勉強会のほうに参加していると

いう部分があって、それを考えると、ベテランの

人が必ずしも教え方がものすごく上手とは限らな

いと思うので、積極的にその人たちも参画するよ

うに促していくことが必要と思うのですけれど

も、どのようにお考えでしょうか。 

○伊井俊明学校教育部次長 委員のおっしゃると

おり、全員が研修会などに参加することは、大変

重要であると考えております。網走市教育委員会

としましても、全ての先生が最低１回以上は研修
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会に参加するようにということで、次年度学力向

上の一つの方策として掲げているところでござい

ます。 

○古都宣裕委員 市の部分と、学校の先生となる

と道職員ということでいろいろ難しい部分もある

と思うのですけれども、ぜひとも積極的に取り組

んでいただきたいと思います。 

 次の質問に入ります。 

 国際理解体験事業ということで行っているので

すけれども、これは以前も一度お話しさせていた

だいているのですけれども、網走に関係のあるい

ろいろな国の方々がいらっしゃったり、近年では

七夕委員がモンゴルなどとパイプを持っていたり

します。いろいろな国の人たちと接することで幼

少期等でもいろいろな部分で知るということで、

異文化を理解するということは違いを受け入れる

ということで、将来的に考えればいじめ等も違い

を認めないことによって起こると私は思うので

す。違いを認める広い心、理解する心という意味

では、こういった国際理解体験事業というのはす

ごく重要な意味合いがあると思って見ているので

す。今後はどのような形で進めていくのか、また

現状ではどのような国々の理解体験ということで

やっていらっしゃるのでしょうか。 

○吉村学社会教育課長 国際理解体験事業につい

ての御質問でございますけれども、国際理解体験

講座につきましては、従来ＡＬＴ、英会話指導員

の指導による、主に英語圏での異文化事業を行っ

ておりました。委員が先ほどおっしゃったとお

り、公のこういった場で御提言いただいたものを

参考にいたしまして、平成25年からは、子どもた

ちにより多くの異文化の体験をしていただくこと

が非常に大切というふうに考えておりまして、平

成25年度は韓国料理、平成26年度は中国料理を題

材として、市民による小学生の親子講座を開催し

たところでございます。それぞれの講座とも、韓

国、中国出身の在住市民の方が講師となりまして

料理を通じて子どもたちに異文化に触れてもらう

機会となったと考えております。特に平成26年度

におきましては、図書館と協賛いたしまして、中

国に関する図書の特別展示を行ったり、中国にお

ける水餃子の歴史などをあらかじめ資料を作成い

たしまして、料理教室の前に学習を行って、それ

から料理講座を進めるなど、より子どもたちに異

文化を理解していただくような取り組みを行った

ところでございます。 

○古都宣裕委員 だんだんと、という部分ではあ

るとは思うのですけれども、もっといろいろなと

ころに積極的に絡んだ上で、いろいろな国の理解

が進めばいいと思うので、そういった部分を申し

上げて次の質問に入ります。 

 次、スキー場管理運営事業ということで、昨年

度、ハーフパイプを設置してはいかがかという提

案をさせていただいて、検討させていただくとい

うお話だったのですけれども、その話はどのよう

な形になっているのかという部分と、利用者の中

で平成23年度は16万6,000人利用のうち４万4,000

人がボーダーだと。平成24年は17万6,000人で５

万3,000人がボーダーだということだったのです

けれども、平成25年度についてはどのようになっ

ているのかという部分もあわせてお伺いいたしま

す。 

○岩本博隆スポーツ課長 スノーボードのハーフ

パイプの施設についてでありますが、圧雪車につ

けるハーフパイプ用のアタッチメントが、一番安

いもので2,000万円ほどかかります。さらに、大

量の雪が必要ということで、多くの施設につきま

しては、人口降雪機を使っての造成ということに

なっております。以上のことから、当市での造成

は難しいというふうに考えております。 

 また、ボードの利用者についてでありますが、

リフトの利用回数になりますが、だいたい16万人

ほどに御利用いただきまして、その４割ほどが

ボーダーということで、６万人ほどの利用という

ふうに押さえております。 

○古都宣裕委員 ハーフパイプが難しいというこ

とで、予算的なものは今後技術の革新で何かすご

く安くできるようにならない限りは厳しいのかな

というのがよくわかりました。 

 ボーダーの利用率については、年々割合的には

ふえているのかなというのは重々承知しているの

ですけれども、例えばスノーボーダーがふえてき

ている理由にしても、農大生などの利用が多いの

ですけれども、ボーダーの方々に聞くと、小さな

障害のようなアトラクション的なものがあれば、

わざわざ北見に行かなくても網走で十分楽しいの

だと。もっと網走に通いたいし、近場で遊べるよ

うな形になれば利用率ももっと上がると思うのだ

けれども、という提案をいただいたのですけれど

も、どのようにお考えになりますでしょうか。 
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○岩本博隆スポーツ課長 スノーボーダーが利用

する障害物の設置についてでありますが、一般利

用者の安全を考えた場合に、そのことを配慮して

造成する必要があるかと思われます。エリアの指

定により、一般利用者が入れない工夫や、スノー

ボード愛好者による利用の際でも、指導者の同行

などの条件をつけての利用になるかと思われま

す。また、障害物の設置方法や、降雪による高さ

の調節など、技術的なことも必要と思われます。

以上のことを研究し、設置可能か今後検討してま

いりたいと思っております。 

○古都宣裕委員 検討していただくということで

大変ありがたいと思います。難しい部分もつくる

ことによって技術的なところも上がって、将来の

オリンピック選手等が生まれてくる可能性も上が

ると思いますので、ぜひとも検討していただきた

いと思います。以上で質問を終わります。 

○立崎聡一副委員長 以上で、本日の日程であり

ます、一般会計歳出のうち、土木費、教育費及び

その特定財源に関する債務、並びに関連議案３件

の細部質疑を終了いたしました。 

 本日はこれで散会とします。 

 再開はあす午前10時としますから、御参集願い

ます。 

 御苦労さまでした。 

午後４時40分散会 

 

 


